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平成 19 年 12 月 6 日に開催された全国薬科大学長・薬学部長会議において、「薬学教育（６

年制）第三者評価基準－平成 19 年度版」が承認されるとともに、平成 18 年度入学生が最初

の病院・薬局で実務実習を行なう前年に当たる平成 21 年度内に、この評価基準に基づく自己

評価（以下、「自己評価 21」）を全大学で実施することとなった。「自己評価 21」、そして来る

べき薬学教育第三者評価を実施するに当たっては、医療人としての薬剤師養成のための質の

高い教育が行われていることを社会に対して保証する適正な評価が行なわれなくてはならな

い。そのためには、早急に第三者評価を実施する体制を整備する必要がある。そこで、先の

全国薬科大学長・薬学部長会議においては、薬学教育評価機構の設立に向けた「薬学教育評

価機構設立準備委員会」の設置が承認され、平成 20 年 4 月より委員会活動を開始した。平成

20 年度に取り組むべき課題として、“薬学教育評価機構の体制作りと法人化”、“「自己評価 21」

の実施準備”、“評価者育成”があげられた。そこで、同委員会のもとに「薬学教育評価機構

実施準備委員会」が新設され、三つの課題に対応する作業部会を設けて実施準備を鋭意進め

ている。 

本ワークショップは、“「自己評価 21」の実施準備”と“評価者育成”を推進する目的で企

画し、平成 20 年 8 月 27 日に慶應義塾大学薬学部・芝共立キャンパスにおいて開催した。第

三者評価の本実施に向けて、個々の基準・観点のエビデンスとしてどのような資料が必要か、

また提出された資料をどのように評価するかについて討議することにより、参加者の第三者

評価に対する理解を深め、共通認識を形成することもねらいの一つとした。テーマは『薬学

教育第三者評価のエビデンスとしてのシラバス ～現在のシラバスは薬学教育プログラムの

内容を適切に表していますか？～』とした。参加者は 74 大学（各校から１名）、日本薬剤師

会（代表 5 名）、日本病院薬剤師会（代表 4 名）のほかに、実行委員、タスクフォースなどを

合わせて総数 103 名が集まった。全ての薬科大学・薬学部から自己評価を担当している教員

を中心に参加があり、さらに日本薬剤師会、日本病院薬剤師会からの参加も得て、「シラバス」

について活発な議論が行なわれた。第 1 回薬学教育第三者評価に関するワークショップ（平

成 20 年 1 月 27 日開催）においては、「シラバス」が第三者評価においてエビデンスとして重

要な資料になると提案された。そこで本ワークショップでは、教育プログラムに関連した基

準においてシラバスがエビデンスとなるためには、どのような内容がシラバスに記載されて

いる必要があるかについて討議が行われた。その討議結果をまとめることができたので、こ

こに報告する。 

 

平成 20 年 11 月 

 

小澤孝一郎 
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全体のまとめ 

 

第一部 「各大学のシラバスの現状：教育プログラムの内容をどのように表していますか？」 

 

 第一部では、各大学のシラバスの現状を紹介し、各大学で共通する内容（項目）、相違する

内容（項目）を考えることとした。 

 その結果、大枠としては、学生との提示方法に関し、名称の違い、媒体の違い、フォーマ

ットの違いなど、各大学で相違が認められた。これらに関しては、各大学で異なっていても、

必要な内容（項目）が含まれていれば、問題とならないものと考えられる。 

 シラバスあるいは相当するものに既に記載されている内容については、以下に示す共通項

目が挙げられた。その一方で、相違点も下記のものを代表として認められた。尚、相違点に

ついては、概ね自己評価の際にエビデンスとして必要な項目であるとの認識が得られた。 

 

○学生への提示方法 

 ・名称の違い：シラバス、履修の手引、学生便覧など 

 ・媒体の違い（冊子体、電子媒体、WEB など） 

 ・フォーマットの違い：シラバスは全学共通の書式が設定されている大学があり、追加す

べき内容については学部独自で学生に提供 

 

○シラバスの共通項目  

 ・授業科目名 

 ・担当教員および所属 

 ・履修年次 

 ・必修・選択科目の区別 

 ・単位数 

 ・授業概要および目標 

・授業形式（講義、演習、実習） 

 ・授業計画（１回ごとの講義内容） 

 ・成績評価方法（出欠状況、試験、レポート等） 

 ・教材（教科書、参考書等） 

  

○ シラバスの相違点 

・モデル・コアカリキュラムに準拠した一般目標（GIO）、到達目標（SBOs）の表記 

・授業への準備・確認内容の提示（予習、復習など） 

・評価基準（評価方法ごとの配分） 

・関連科目の明示（系統表など） 

・受講生へのアドバイス、学習のポイント 

・担当教員に関する情報（オフィスアワー、連絡先、写真など） 

 



- 2 - 

  

第二部 「薬学教育評価のエビデンスとしてのシラバスを考えよう」 

 

 第二部では、第一部の討議結果を踏まえ、チームごとに以下に示す基準（観点）について、

評価におけるエビデンスとしてシラバスに含まれるべき必要な項目（内容）を考えることと

した。 

 

＜I チーム＞ 

２ 医療人教育の基本的内容 

(2-1) ヒューマニズム教育・医療倫理教育（基準 2-1-1） 

(2-2) 教養教育・語学教育（基準 2-2-1、 基準 2-2-2） 

(2-3) 医療安全教育（基準 2-3-1） 

(2-4) 生涯学習の意欲醸成（基準 2-4-1） 

(2-5) 自己表現能力（基準 2-5-1） 

５ 問題解決能力の醸成のための教育 

(5-2) 卒業研究の実施（基準 5-2-1） 

 

＜Ⅱチーム＞ 

３ 薬学教育カリキュラム 

(3-1) 薬学教育モデル・・コアカリキュラムの達成度（基準 3-1-1～基準 3-1-5） 

(3-2) 大学独自の薬学専門教育の内容（基準 3-2-1） 

(3-3) 薬学教育の実施に向けた準備（基準 3-3-1） 

４ 実務実習 

(4-1) 実務実習事前学習（基準 4-1-1～基準 4-1-4） 

 

＜Ⅲチーム＞ 

４ 実務実習 

(4-3) 病院・薬局実習（基準 4-3-1～基準 4-3-8） 

５ 問題解決能力の醸成のための教育 

(5-1) 自己研鑽・参加型学習（基準 5-1-1、 基準 5-1-2） 

 

 議論の進め方としては、まずシラバスがエビデンスとなる基準あるいは観点であるかを討

議した。その結果を表１に示す。次に、各班でシラバスがエビデンスの対象となると判断さ

れた基準あるいは観点について、各基準や観点のキーワード、例えば、「全学年にわたって」、

「体系的に」、「効果的に」などを挙げながら、評価の際のエビデンスとして使用するを考慮

して、挙げられたキーワードを示すために必要な内容（項目）の列挙を行なった。 

 既に多くの大学でシラバスあるいはそれに相当するものに記載されている「シラバスの共

通項目」（第一部、p.1）に加え、以下の項目が新たに必要であると提案された。 
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○各項目において特徴的な内容 

【医療人教育の基本的内容】 

・「全学年を通して」実施されていることを示す関連図など 

全学年を通して関連科目がどのような順序および方法（SGD、PBL 等）で教育が行わ

れているかを示すもの 

・学外からの講師に関する情報 

・方略（体験学習、SGD、PBL、ロールプレイ、e-learning など）を具体的に明記 

・評価方法と基準の明記 

【薬学教育カリキュラム】 

 ・薬学教育モデル・・コアカリキュラムの学生への紹介 

・薬学教育モデル・・コアカリキュラムとの対応（関連） 

・授業科目ごとの目標、方略、評価の明示 

・技能、態度の評価基準 

・大学独自の薬学専門教育に相当する内容の明示 

・講義、演習、実習の相関を示す資料 

【実務実習】 

 ・実務実習モデル・コアカリキュラムの学生への紹介 

 ・実務実習モデル・コアカリキュラムとの対応（関連） 

・目標、方略、評価（評価方法、評価基準、評価者など）の明示 

・実施、評価における連携体制の明示 

【問題解決能力の醸成のための教育】 

 ・自己研鑽・参加型学習の全学年における配置一覧 

 ・方略（学習方法、PBL や卒業研究のテーマ、実施時期など）の明示 

 ・評価（評価方法、評価基準、評価者、評価の時期など）の明示 

 

 本ワークショップにより、評価の際にシラバス（それに相当するもの）あるいはそれを捕

捉するものに記載されている必要のあるエビデンスの全体像がやや見えてきたのではないか

と思われる。シラバスあるいはそれを捕捉するものについては、名称も様々であり、また各

大学において形式が決められていることも多く、これからの評価作業における混乱を防ぐた

めにも、本ワークショップで薬学教育第三者評価における教育プログラム等の評価に必要な

エビデンスとして提案された内容を含むものを総体的に「薬学教育シラバス」として提案さ

せていただきたい。今回の結果を踏まえ、各大学ではまず間近に迫ってきた自己評価 21 に対

応すべく、自大学のシラバスを点検し、「薬学教育シラバス」の整備を進めることと思われる。 

 自己評価 21 の実施、そして来るべき第三者評価に適合することも重要なことではあるが、

その根底には、薬学の教育研究水準の維持および向上を図り、個性的で多様な発展に資する

ことこそが評価の真の目的であることも忘れてはならない。そのためにも、全国の薬科大学・

薬学部が一丸となり、教育研究水準の向上に資することができる実質的な評価に向けた方法

論を整備することが急がれる。 
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表１ シラバスがエビデンスとなると提案された基準（○で示す） 

 

今回討議した基準 A B C 

２ 医療人教育の基本的内容    

(2-1) ヒューマニズム教育・医療倫理教育 基準 2-1-1 ○ ○ ○ 

(2-2) 教養教育・語学教育 基準 2-2-1 ○ ○ ○ 

基準 2-2-2 ○ ○ ○ 

(2-3) 医療安全教育 基準 2-3-1 ○ ○ ○ 

(2-4) 生涯学習の意欲醸成 基準 2-4-1 ○ ○ × 

(2-5) 自己表現能力 基準 2-5-1 ○ ○ ○ 

３ 薬学教育カリキュラム    

(3-1) 薬学教育モデル・コアカリキュラムの達成度 基準 3-1-1 ○ ○ ○ 

基準 3-1-2 ○ ○ ○ 

基準 3-1-3 ○ ○ ○ 

基準 3-1-4 ○ ○ ○ 

基準 3-1-5 ○ ○ ○ 

(3-2) 大学独自の薬学専門教育の内容 基準 3-2-1 ○ ○ ○ 

(3-3) 薬学教育の実施に向けた準備 基準 3-3-1 ○ ○ ○ 

４ 実務実習    

(4-1) 実務実習事前学習 基準 4-1-1 ○ ○ ○ 

基準 4-1-2 ○ ○ ○ 

基準 4-1-3 ○ ○ ○ 

基準 4-1-4 ○ ○ ○ 

(4-3) 病院・薬局実習 基準 4-3-1 ○ × ○ 

基準 4-3-2 ○ ○ ○ 

基準 4-3-3 ○ ○ ○ 

基準 4-3-4 × × × 

基準 4-3-5 × × × 

基準 4-3-6 × × ○ 

基準 4-3-7 ○ ○ ○ 

基準 4-3-8 ○ × ○ 

５ 問題解決能力の醸成のための教育    

(5-1) 自己研鑽・参加型学習 基準 5-1-1 ○ ○ ○ 

基準 5-1-2 ○ ○ ○ 

(5-2) 卒業研究の実施 基準 5-2-1 ○ ○ ○ 

 

担当基準 A B C 

基準 2-1-1～2-5-1、5-2-1 1 班 2 班 3 班 

基準 3-1-1～3-3-1、4-1-1～4-1-4 4 班 5 班 6 班 

基準 4-3-1～4-3-8、5-1-1、5-1-2 7 班 8 班 9 班 
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第２回薬学教育第三者評価に関するワークショップ 

 

主催：薬学教育評価機構実施準備委員会 

日時：平成 20 年 8 月 27 日（水）9:30～17:20    

場所：慶應義塾大学芝共立キャンパス 

 

＜プログラム＞ 

テーマ：「薬学教育評価のエビデンスとしてのシラバス 

～現在のシラバスは薬学教育プログラムの内容を適切に表していますか？～」 

（３P：全体会議、P：チーム会議、S：グループディスカッション） 

 

9：30    参加者受付開始 

9：55 ３P 参加者集合 

10：00 ３P 開会にあたって  

挨 拶     渡部廉弘 薬学教育専門官（文部科学省） 

10：10 ３P 経緯説明    井上圭三 実施準備委員長（帝京大学） 

 

第一部 「各大学のシラバスの現状：教育プログラムの内容をどのように表していますか？」 

10：25 ３P 作業説明   

10：35   S SGD 

11：35  P 発表（各 5 分、総合討論 10 分） 

12：00  S 昼食 

12：50 ３P 教育講演      

「学士課程教育改革の動向と背景 ～望ましいシラバスを考えるために～ 」   

                山本眞一（広島大学高等教育研究開発センター長） 

 

第二部「薬学教育評価のエビデンスとしてのシラバスを考えよう」 

13：35 ３P 作業説明   

13：45  S SGD   

15：15    休憩 

15：30  P  発表（各 5 分） 

15：45  P プロダクトのまとめ 

16：30 ３P 発表（各 5 分、総合討論 20 分） 

17：05 ３P 閉会にあたって    

挨 拶     関野秀人 薬事企画官（厚生労働省） 

閉会の挨拶   西野武志 実施準備委員（京都薬科大学） 

17：20      解散 
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参 加 者 名 簿 

 

第２回薬学教育第三者評価に関するワークショップ参加者と班構成 

 

Ⅰチーム   Ⅱチーム  

１班：【1102 会議室】  ４班：【0105 会議室】 

北海道医療大学 和田 啓爾  北海道大学 松田 彰 

東京大学 堅田 利明  新潟薬科大学 北川 幸己 

武蔵野大学 上野 孝治  明治薬科大学 石井 啓太郎 

北陸大学 村田 慶史  帝京平成大学 福岡 正道 

金城学院大学 日野 知証  名城大学 灘井 雅行 

近畿大学 杉浦 麗子  大阪大谷大学 小山 豊 

岡山大学 黒崎 勇二  福山大学 赤﨑 健司 

松山大学 葛谷 昌之  九州大学 家入 一郎 

鈴鹿医療科学大学 田中 資子  立命館大学 加藤 稔 

日本病院薬剤師会 山田 勝士  日本薬剤師会 杉浦 邦夫 

タスクフォース：平田收正（大阪大学）  タスクフォース：小澤孝一郎（広島大学）

       

２班：【1104 会議室】  ５班：【155 講義室】 

青森大学      須賀 哲弥  岩手医科大学     前田 正知 

星薬科大学  辻  勉  慶應義塾大学 増野 匡彦 

千葉大学      佐藤 洋美  日本大学      小池 勝也 

横浜薬科大学  野上 靖純  高崎健康福祉大学     常岡 誠 

大阪大学      高木 達也  名古屋市立大学 田辺 光男 

神戸学院大学 福島 昭二  摂南大学      太田 壮一 

就実大学 五味田 裕  広島国際大学      石原 熊寿 

福岡大学      山野 茂  第一薬科大学  櫻田 司 

日本薬剤師会 伊集院一成  日本薬剤師会 神田 晴生 

タスクフォース：原 博（東京薬科大学）  タスクフォース：須田晃治（明治薬科大学）

       

３班：【1105 会議室】  ６班：【156 講義室】 

東北大学      寺崎 哲也  いわき明星大学     山崎 洋次 

東京薬科大学  大野 尚仁  昭和薬科大学  渡邊 善照 

東邦大学      加藤 文男  東京理科大学 岡  淳一郎 

日本薬科大学  櫻田 誓  富山大学      細谷 健一 

京都大学      高倉 喜信  同志社女子大学      漆谷 徹郎 

姫路獨協大学     駒田 富佐夫  神戸薬科大学  守安 正恭 

徳島文理大学      赤木 正明  徳島文理大学香川薬学部  嶋本 典夫 

九州保健福祉大学     山崎 哲郎  長崎大学      黒田 直敬 

日本薬剤師会 尾島 博司  日本病院薬剤師会 木平 健治 

タスクフォース：奥 直人（静岡県立大学） タスクフォース：赤池昭紀（京都大学） 
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Ⅲチーム 

    

７班：【460 講堂内】  ディレクター   

北海道薬科大学     市原 和夫  帝京大学 井上 圭三 

城西国際大学  平田 隆弘      

帝京大学      栗原 順一  教育講演   

金沢大学      中垣 良一  広島大学高等教育  
山本 眞一 

愛知学院大学      村木 克彦       研究開発センター 

大阪薬科大学  千熊 正彦    

広島大学 武田 敬  オブザーバー   

崇城大学      宮本 秀一  
文部科学省 

渡部 廉弘 

日本病院薬剤師会 平井  みどり  川村 優 

タスクフォース：中村明弘（昭和大学）  厚生労働省 関野 秀人 

     

８班：【460 講堂内】  タスクフォース   

東北薬科大学  櫻田 忍  京都大学 赤池 昭紀 

昭和大学      亀井 美和子  熊本大学 入江 徹美 

千葉科学大学      斎藤 彌  静岡県立大学 奥  直人 

静岡県立大学 星野 稔  広島大学 小澤孝一郎 

京都薬科大学  谷口 隆之  慶應義塾大学 小林 静子 

兵庫医療大学     西山 信好  城西大学 白幡 晶 

徳島大学      荒木 勉  明治薬科大学 須田 晃治 

長崎国際大学      岸原 健二  昭和大学 中村 明弘 

日本薬剤師会 三宅 圭一  京都薬科大学 西野 武志 

タスクフォース：入江徹美（熊本大学）  東京薬科大学 原  博 

   大阪大学 平田 收正 

９班：【460 講堂内】  北里大学 本間 浩 

奥羽大学      野沢 幸平  東京理科大学 望月 正隆 

北里大学      供田 洋  大阪大学 山元 弘 

城西大学      荒田 洋一郎    

国際医療福祉大学     原  明義  事務局   

岐阜薬科大学  森  裕志  薬学教育評価機構設立準備委員会 祖式 和子 

武庫川女子大学      内田 享弘    

安田女子大学     柴田 瑩    

熊本大学      大塚 雅巳    

日本病院薬剤師会 佐々木 均    

タスクフォース：本間 浩（北里大学）    

（敬称略） 
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報 告 書 作 成 者 担 当 一 覧 

 

 第一部 第二部 

第１班 上野 孝治（武蔵野大学） 黒崎 勇二（岡山大学） 

第２班 辻  勉（星薬科大学） 福島 昭二（神戸学院大学） 

第３班 寺崎 哲也（東北大学） 赤木 正明（徳島文理大学） 

第４班 小山 豊（大阪大谷大学） 松田 彰（北海道大学） 

第５班 増野 匡彦（慶應義塾大学） 石原 熊寿（広島国際大学） 

第６班 渡邊 善照（昭和薬科大学） 嶋本 典夫（徳島文理大学香川薬学部）

第７班 武田 敬（広島大学） 中垣 良一（金沢大学） 

第８班 亀井 美和子（昭和大学） 荒木 勉（徳島大学） 

第９班 大塚 雅巳（熊本大学） 荒田 洋一郎（城西大学） 

（敬称略） 

 

第二部合同討議 

Ⅰ チ ー ム 山崎 哲郎（九州保健福祉大学）

Ⅱ チ ー ム 山崎 洋次（いわき明星大学） 

Ⅲ チ ー ム 星野 稔 （静岡県立大学） 

                   （敬称略） 
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＜第一部＞ 

テーマ：各大学のシラバスの現状：教育プログラムの内容をどのように表してい

ますか？ 

 

 第一部では、各大学のシラバスの現状を紹介し、各大学で共通する内容（項目）、相違する

内容（項目）を考えた。 

 

第１班 

第一部「各大学のシラバスの現状：教育プログラムの内容をどのように表していますか？」 

 

１）シラバスの共通点について 

到達目標、授業の概要、教科書や参考書、講義内容（授業計画）などは記述されていた。

各大学で、文系や理系を問わず統一されたシラバスのフォーマットが決められている場合

が多く、また、共通のシラバスの記述例に従って記述する場合が多かったため以上のシラ

バスの基本的な項目は記述されていた。なお後述のように、講義内容（授業計画）の詳細

は若干異なっていた。 

 

２）シラバスの相違点 

a. 「薬学教育コアカリキュラムとの関連を明記しているか。」について 

  コアカリキュラムとの関連を明記している大学は、９大学のうち１大学だけであった。 

これは各大学でシラバスのフォーマット及び記述例があるため、それに従って記述した

ため薬学教育コアカリキュラムとの関連を明記していない場合が多かったのではないかと

考えられる。 

b. 成績評価の方法について 

多くの大学では、成績評価の項目内容と重点度の明記があった。しかし少数の大学では

成績評価の方法が担当教官に任せられている場合もあるようであった。 

 

３）シラバスは教育プログラムの内容を適切に表しているか？ 

講義内容について、講義の項目だけを記述しているか、または講義の内容を詳しく具体

的に記述しているかの相違があった。このことから、すべての大学で教育プログラムの内

容を適切に表しているとはいえないと考える。 

この原因は、シラバスのフォーマット及び記述例が決められていることが多いこと、特

に講義内容（授業計画）の記述スペースが限られている場合もあることによると考える。

ある大学では、各科目のシラバスが 3 ページにもわたる場合もあった。 

シラバスが冊子となっているか、インターネットのホームページか、また、CD などの電

子媒体かの相違もあった。このために、各科目のシラバスのページ数の制限を受けている

場合もあった。 

「薬学教育コアカリキュラムとの関連を明記する」、また、「教育プログラムの内容を適

切に表す」ことなどを考えるならば、総合大学の場合でも薬学部が他学部と異なったシラ

バスを作成する必要があるのかもしれない。 
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第２班 

第一部「各大学のシラバスの現状：教育プログラムの内容をどのように表していますか？」 

 

１．薬学教育評価に際して多くの基準にシラバスが重要なエビデンスになり得るとの観点か

ら、まずメンバーの所属する各大学のシラバスの特徴について紹介し、それらの共通点と相

違点をまとめた。 

○ 各大学のシラバスに共通に記載されている内容 

  ・講義科目、担当者および所属 

  ・授業概要（GIO 等） 

  ・到達目標（SBO 等） 

  ・授業計画（１回ごとの講義内容） 

  ・評価基準（出欠状況、試験、提出課題（レポート等） 

  ・教材（教科書、参考書等） 

  

○ 各大学のシラバスの特徴的な点 

  ・媒体の違い（冊子体や電子媒体、携帯電話からのアクセス等） 

  ・授業時間と単位数の違い 

  ・評価基準の違い（評価比重を明記しているか） 

  ・受講心得や学習の仕方についてのアドバイスに関する記載 

  ・オフィスアワーや教員連絡先（メールアドレス等）についての記載 

 

 各大学のシラバスは、若干の相違はあるものの、おおむね共通の項目が記載されているよう

である。大学によって「シラバス」、「講義便覧」、「講義要綱」など、呼称については多様であ

ることがわかった。また、講義が開講される時期や修得学年について記載されている「カリキ

ュラム」「時間割表」の情報を含めた「学習の手引」等の形態をとる大学もあった。ひとくち

に「シラバス」と称しても、記載内容の範囲は一様ではないが、一冊にまとまっているか、別々

の冊子に別れているかの違いであり、本質的には同じような情報が学生に提供されているよう

である。また、媒体については、冊子体のものを配付している大学が多いようであるが、電子

ファイルでの提供も併用している大学も多くなる傾向にあることがわかった。 

 講義への出席の取り方に関して携帯電話の有効利用法の紹介があった。 

 

２．次に「シラバスは教育プログラムの内容を適切に表しているか？」について討議した。 

 討議内容は、以下のようなものであった。 

○ 全体的には、シラバスは教育プログラムの内容を適切に表しているであろうという  

結論となった。 

○ しかしながら、多くの有益な内容を含むわりには、学生に読まれる機会はそれほど多

くないようであり、これを活用させるには工夫が必要である。 

○ 受講に際しての受講心得、参考となる関連教科や学習のポイント等の学生にとって有

益な情報を盛り込むことも学習効果の改善に役立つという意見があった。 
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○ シラバスが「コアカリキュラム」に完全に準拠しているか、大学により修飾が加えら

れているかについては、大学間で差があるようである。 

○ 到達目標等がSBO通りに書かれているか、文言を変えているかについては、各大学、教

員によって異なるようである。 

 

 

以上まとめると、大学により「シラバス」の定義は若干異なっているようであるが、広義

の「シラバス」は、教育プログラムの内容を適切に表しており、評価のエビデンスに十分な

り得るものと考えられると結論された。課題としては、「シラバス」に含まれる重要な情報が、

必ずしも学生によく伝わっていないという現状があり、これを改善するための工夫が望まれ

る。 
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第３班 

第一部「各大学のシラバスの現状：教育プログラムの内容をどのように表していますか？」 

 

１．シラバスの共通点について 

各大学の担当者が、シラバスの項目と内容に関する説明を行ったところ、次の記載内容に

共通点が見られた。 

1) 目的と概要について記載 

2) 学習の到達目標について記載 

3) 授業、実習、演習などに区別し、担当者や項目を明記し、授業の内容について記載 

4) 成績の評価方法について記載 

5) 教科書や参考書などについて記載 

 

２．シラバスの相違点について 

1) 基本的にはコアカリキュラムに準拠するように工夫されているが、大学によっては、

SBO 番号を明記したり、SBO キーワードを使い講義内容を記載したり、コアカリキュ

ラムとの対応表をつけるなどの工夫が見られた。 

2) 成績評価方法については、「評価基準」を詳細に記載する大学もあるが、学生便覧に

記載しているのでシラバスで省略している大学もあった。 

3) オフィスアワー（時間、部屋）を記載する大学もあったが、常時対応可能で特にオフ

ィスアワーを設けていない大学もあった。 

4) 教員のメールアドレスや連絡先を記載する大学もあったが、要覧に担当教員の情報を

記載する大学もあった。 

5) ４年制を併設する大学では６年制とシラバスを同じ冊子にしているところもあれば

別冊子にしているところもあった。 

6) 留年生への対応として別途シラバスを作っている大学があった。 

7) 学生に対して講義選択をより分かりやすくするために、関連科目を表記したり、科目

間の関連図を掲載する大学もあった。 

8) 備考欄で、担当教員からのコメント、注意事項、関連ホームページなどの補足情報を

記載する大学もあった。 

9) 講義目的をより理解しやすくするために、学生を主語にした文章を記載する大学もあ

った。 

10) ほとんどの大学でシラバスをホームページで一般公開し、社会人に対して情報を提供

することで、聴講の機会を増やす工夫を行っていた。 

11) 特色を出すために、例えばＯＴＣ（一般用医薬品）に関する科目設置において大学間

での違いが見られた。 

 

３．シラバスは教育プログラムの内容を適切に表しているか？ 

1) 「目標」について、学生に必要な情報が明記されており、教育プログラムの内容を適

切に表している。しかし、講義を受けるにあたり学生がどこまでその情報を生かそう
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と務めているか不明な点が多い。また、実際にシラバスを反映した講義を実施してい

るかどうかを検証する方法について検討の余地があるという意見があった。 

 

2) 「方略」について、基本的には学生に必要な情報が明記されており、教育プログラム

の内容を適切に表しているという意見が多かった。 

 

3) 「評価基準」について、基本的には学生に必要な情報が明記されており、教育プログ

ラムの内容を適切に表しているという意見が多かった。しかし、教員間の評価基準の

差について現状を調査し、評価基準の差を調整する制度について検討が必要であると

いう意見が出た。 
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第４班 

第一部「各大学のシラバスの現状：教育プログラムの内容をどのように表していますか？」 

 

【議論の経過およびプロダクト】 

標記のテーマに対して、参加者 10 名が、自身の大学のシラバスおよびシラバス関連資料を

紹介し、それぞれに記されている項目の共通点および相違点を抽出した。 

１．各大学のシラバスに共通して記されていた項目 

・授業科目名、担当教員、履修年次、必修・選択科目の区別、単位数 

・授業概要 

・到達目標 

・各回ごとの授業内容 

・教科書および参考書 

・成績の評価方法 

２．各大学のシラバスに相違の見られた項目 

・コアカリキュラムへの対応の記載 

・授業方式（「学習方法のみの記載」から「学習資源を含む方略の記載」と差異がある） 

・成績の評価基準（評価方法ごとの配点） 

・担当教員のオフィスアワー 

・教員への連絡方法 

・受講生へのメッセージ・アドバイス 

また、シラバスを学生に提示する方法では、冊子体の配布、CD での配布、Web 上での

公開、などと各大学での違いがあった。 

 

これに基づき、薬学教育におけるシラバスのあるべき姿について討議した。その課程で、

以下の問題点および提案が挙げられた。 

・教育プログラムをシラバスとして薬学生に示す際に、総合大学では他学部と様式を統一

せねばならず、薬学部独自の様式でシラバスを作るのが難しい。そのため、大学でのシ

ラバスとは別に「授業概要」や「学習マニュアル」などの名称で、シラバスを補足する

冊子を作成し、配布している。 

・大学の特色となる（コアカリキュラムを離れた）教育プログラムには、それを分からせ

るような記載方法が必要となる。 

・学習前に履修科目のシラバスを熟知している学生数が少ない。シラバス冊子自体が非常

にぶ厚くなり（特に、総合大学）、使いにくくなっていることが、その要因のひとつと

思われる。Web 等を利用してゆけば、よりシラバスが学生に浸透するのではないか。 

・「情報の多いシラバス」が良いシラバスなのか？情報量が多すぎると、学生には使いづ

らくなるのでは？シラバスを補う資料が、必要であろう。 

新設の薬科大学・薬学部では、完成年度までに科目追加・変更等を行う場合、文部科学省

へ変更申請を行い、その認可を得なければならない。カリキュラム改善あるいは第三者評価

への対応を行う際に、この手続きが大きな障壁となる。
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第５班 

第一部「各大学のシラバスの現状：教育プログラムの内容をどのように表していますか？」 

 

 はじめに参加者の自己紹介と各大学のシラバス記載項目の紹介を行った。その後、記載項

目ならびに内容の共通点と、相違点を討議し、以下のようにまとめた。 

共通点 

1. 一般目標 4. 担当教員 

2. 各コマごとの授業計画、授業内容 5. 成績評価法 

3. 教科書、参考書 6. 単位数 

  

相違点 

1. 講義名がコアカリに対応しているか 5. オフィスアワーの記載 

2. 
授業内容が到達目標という形で標記さ
れているか 

6. 担当教員からのメッセージ、コメント

3. 学年別のシラバスとなっているか 7. 担当教員の写真 

4. シラバスが Web 等に公開されているか 8. 関連科目の明示 

 

 相違点としては他に「シラバスとは」「シラバスの利用法」などの項目が挙げられたが、こ

れらはガイダンス時に話すことで記載するべきとまでは考えられないので、今回は省略した。 

 相違点の 1～8 に関して、記載されていないことが第三者評価のエビデンスとして教育プロ

グラムの内容を表すことに関連してくるか検討し、以下のような結論が得られた。 

 1、2 は内容がコアカリに対応していることの確認が必要であるが、講義名がコアカリと一

致している必要はなく、到達目標も学生が理解できるかたちとなっていれば表記法が異なっ

ていても問題ないと考えた。ただ、エビデンスとする場合には各講義とコアカリの対応表な

どが必要である。3、4 は問題点とは考えられない。5～8 は記載項目として必要であり、8 は

特に重要性が高いと考えられた。また、7 は学生と教員の距離を縮めるのにいいという意見

があった。 

 

 最後に各事項が「シラバスは教育プログラムの内容（項目）を適切に表しているか？」に

ついて、討議した。シラバス記載項目としては、上記で必要と考えた共通点 1～6 ならびに相

違点 1、2、5～8 で充分であるとした。さらに、内容的に問題となる可能性があると考えた成

績評価法について検討した。成績評価を行うには到達目標の明示が必要であり、これに基づ

く評価を行うこと、さらに明確な到達目標は学生の学習意欲を高める効果があることを確認

した。成績評価の項目には何で評価をするか（定期試験、小テスト、レポート、出席など）

の記載はあるが、評価基準の明確な定量化がなされていないことが指摘された。定量化に関

してシラバスに記載することが必要か、さらには可能か等の議論を行った。そして、問題点

として試験などで全ての到達目標を評価できない、科目ごとの評価でなくコースとして評価

をするべき場合の問題、担当教員の裁量の範囲などがあげられた。充分な議論は時間の関係

でできなかったが、定量化に取り組む必要性については一致した。 
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第６班 

第一部「各大学のシラバスの現状：教育プログラムの内容をどのように表していますか？」 

 

 与えられた課題「シラバスは教育プログラムの内容を適切に表しているか？」に対してま

とめるために、まずグループメンバーの大学のシラバスの現状を互いに説明した。 

 以下は、各大学の現状の要点である。ただし、大学名は A～H として表記した。 

 なお、以下の記述では「薬学教育モデル・コアカリキュラム」を「コアカリキュラム」と

略記する。 

 

 A 大学（総合大学） 

 ・新設校につき、現在、6 年制課程 2 年次まで作成。 

 ・他の学部（人文系、理工系）の記述形式（スタイル）に拘束される。 

 ・目標を「～できる」と表記し明記。 

 ・評価は、試験と態度。ただし態度の評価は曖昧である。 

 

 B 大学（単科大学） 

 ・現在は 6 年制課程の 3 年次まで学生が在籍するが、4 年次学生まで作成済み。 

 ・コアカリキュラムの GIO を科目ごとに明記。毎回の授業（1～14 回）に SBOs を 

  明記。 

 ・教育課程表の科目名は「○△学」は用いず、コアカリキュラムに準拠。ただし、 

旧科目名を補足。 

 ・評価は、定期試験で行う。科目によって中間での試験等の成績を定期試験成績に 

  加える場合がある。 

・非常勤講師（特に非薬学系）に、コアカリキュラム準拠のシラバス作成を遵守し 

てもらうことが大変である。 

 

 C 大学（総合大学） 

 ・現在在籍する 3 年次まで作成。 

 ・大学の WEB サイト（ホームページ）に掲載し、文書（冊子）は用意していない。 

 ・各科目は授業等 14 回で構成。 

 ・目標はコアカリキュラムの SBOs で対応。 

 ・予習、復習の提案。 

 ・評価は、定期試験で行う。 

 

 D 大学（総合大学） 

 ・全学共通の様式（フォーマット）に従う。 

 ・科目の位置づけは、コアカリキュラムに対応。 
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 E 大学（総合大学） 

 ・新設校につき、全学年分は未完成。 

・全学共通の様式（フォーマット）に従う。 

 ・評価の客観性の確保に力を入れる。薬学の独自性が必要。 

 ・教員によっては“もぐり”の評価法があることが問題。 

 

 F 大学（総合大学） 

 ・C 大学に類似。 

 ・評価は、中間及び期末に試験。それぞれの試験の評価点％を明示。 

 ・オフィスアワー、E-mail の活用。 

 

 G 大学（単科大学） 

 ・現在在籍する 3 年次まで作成。 

 ・科目名と SBOs のつき合わせを行う。 

 ・授業 14 回分の SBOs をそれぞれ表記。 

 

 H 大学（総合大学） 

 ・旧タイプのままである。SBOs 対応以前の状態。 

 ・コアカリキュラムに対応した表記に改訂中。 

 ・評価は、定期試験と独自の試験で行う。 

 

 

 上記の説明内容を中心に討議し、「シラバスの共通点」及び「シラバスの相違点」を以下の

ようにまとめた。 

 「シラバスの共通点」 

 １）到達目標は、コアカリキュラム SBOs に対応または準拠している。 

 ２）学生の到達目標を明示する書式としている。 

 ３）薬剤師育成のとしての目標が明確化されている。 

 ４）ユニットとしてのまとめが中心である。 

 ５）コースとしての統括は少ない。体系化が不明確である。 

 

 「シラバスの相違点」 

 １）総合大学と単科大学とで違う点が多い。 

   記述形式（書式）、成績評価など。 

   全学方式への対応必要で、薬学としての独自性が困難な例がある。 

 ２）科目名の表示について異なる。 

   コアカリキュラムに準拠している場合と、従来の科目名を使用している場合と 

   混在している。 

 ３）学生への提示方法が異なる。  
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   ①大学の WEB 上で情報提供する。 

②冊子（文書）として提示する。 

③WEB 上での公開と冊子配布を併用する。 

以上 3 つの方法に分かれる。 

 ４）カリキュラムの形態として、「統合型」なのか「従来型」なのかで分かれる。 

 ５）6 年制課程と 4＋2 制課程とで取り扱いが異なる。 

 

 限られた時間での討論なので、十分に議論し尽くされていないが、おおよその結論として

は以下のとおりとなった。 

 

     「シラバスは教育プログラムの内容を適切に表しているか？」 

 グループメンバーの大学での実情から判断すると、回答は「ほぼ表している。逸脱してい

るものは少ない。」となる。 

ただし、ほとんどの大学のシラバスはユニットのまとめが中心であり、コースとしての統

括が少なく、体系化が不明確なことが浮き彫りになった。この点は、各大学で改善すべき事

柄の一つである。第三者評価の実施に当たっては、単にユニットの構成ばかりでなく、コー

スとしての連携性、系統性が重視されると思われる。今後シラバスの改訂を進める場合に留

意することにしたい。 
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第７班 

第一部「各大学のシラバスの現状：教育プログラムの内容をどのように表していますか？」 

 

プロダクトの作成経緯 

最初に自己紹介も兼ねて、各大学におけるシラバスの概要について述べてもらい、その中

から「共通点」「相違点」を洗い出すことにした。その結果をまとめると、以下のようになる。 

 

【シラバスの共通点】 

１． 一般目標（GIO）に関しては、いずれの大学のシラバスにも「目標」「概要」など、言

葉は異なるものの同等の内容を含む項目の記載はあった。 

２． 講義内容は、当然のことながら全てのシラバスに記載されていた。 

３． 評価法に関しては、内容的には大学間でかなり差異はあるものの項目の記載はあった。 

４． 方略については、使用テキスト、補助資料、参考図書などが記載されていた。 

 

【シラバスの相違点】 

１． シラバスの提供媒体として、(1) 冊子対のみ (2) 冊子体と CD (3) 冊子体と Web (4) 

Web のみ、の四種があった。また、冊子体の場合、(1) シラバス単独 (2) 学生便覧

に含まれているもの、の二種、Web では ID/PW により閲覧が制限がかけられている

大学が多かった。 

２． 総合大学、単科大学など薬学部の設置形態の違いにより、シラバスの作成主体が異な

っており、薬学部独自でシラバスを作成している大学がある一方で、全学的にフォー

マットが規定されており、学部単位での自由度がないところや、完全に教員の裁量に

まかされているところもあった。 

３． モデル・コアカリキュラムに完全に対応していて SBO との対応表が記載されている大

学もあったが、多くはモデル・コアカリキュラムに準拠はしていても、具体的な SBO

との対応は掲載されていなかった。 

４． 通常は学生便覧に掲載されている履修規定などもすべて含まれていて、かなり大部の

シラバスとなっている大学がある一方で、履修登録から成績開示までのすべてを Web 

経由で行う大学、さらに Web-CT などの e-Learning システムを採用している大学もあ

った。e-Learning システムを採用している大学では、サイトへの｀学生の詳細なア

クセス状況が把握できることから、日頃の学生の勉学態度をある程度評価できるなど

の利点があるということだった。 

５． 講義の各回の内容はいずれのシラバスにも掲載されていたが、各回の予習・復習のア

ドバイスの記載が求められている大学があった（１大学）。 

６． オフィスアワーの設定はかなりポピュラーになってきているが、シラバスに記載され

ているところはそれほど多くはなく、担当教員の E-mail アドレスも必ずしも全てが

公開されているわけではないようだった。 
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７． 評価に関しては、多くは各教員の裁量に任されているものの、試験の点数以外に、授

業態度も評価項目に加えられているところや、中間試験や期末試験の点数配分が明記

されているところ、さらに、S、 A、 B、 C、 D の成績評価に加えて、到達目標評価

項目と評価基準（Best（非常に優れている）、 Modal（優れている）、 Threshold（基

準に達している）、N（未到達））により到達度の記載も求められている大学があった。 

８． 科目間の関連を示す、系統表、関連科目などが記載されているものも少数ながらあっ

た。 

 

「シラバスは教育プログラムの内容を適切に表しているか？」 

  

適切かどうかをいかにして評価するか、ということが話題になった。シラバスを学生が見

ないことには意味がないので、まず、学生が見ているかどうかをどのようにして把握するの

かとの、問いかけに対して、学生の授業評価アンケートの結果を見ると、シラバスから逸脱

している講義は評価が低い傾向が見られたとの報告があった。したがって、ある程度見てい

るのではないかとの意見だったが、ただ、学生の最終目標は、率直に言えば「試験にパスす

ること」であるので、それに直接結びつきそうな内容の記載があれば見るだろうけれど、シ

ラバスを見て、予習をしてくる学生もいないわけではないが、それほど多くはなく、教員の

授業計画書の役割を果たしている場合も多いのではないかとの意見もあった。シラバスでは

ないが、Web 上で過去の試験問題が公開されているようなケースでは、その講義のサイトに

年間１万件以上の学生からのアクセスがあるこということも述べられた。 

シラバスにモデル・コアカリキュラムの SBO の番号を明記した方が良いかどうかに関して

は、する必要はないとの意見が体勢を占めた。理由は、学生にモデル・コアカリキュラムを

配布している大学が必ずしも多くはないということが挙げられた。 

結局、「適切に表しているかどうか」に関しては、時間の制限もあり、あまり深い議論はで

きなかったとの印象がある。 
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第８班 

第一部「各大学のシラバスの現状：教育プログラムの内容をどのように表していますか？」 

 

第２回薬学教育（６年制）第三者評価に関するワークショップ第一部では、「各大学のシラ

バスの現状：教育プログラムの内容をどのように表していますか？」というテーマが与えら

れ、班メンバーの属する９大学のシラバスについて共通点や相違点などを討議した。 

はじめに、各大学のシラバスの記載項目を列挙した結果、以下のような項目が挙げられた。 

 

シラバスの記載項目（９大学まとめ）  

科目ごとに記載されている項目: 

・科目名       ・評価基準 

・担当者       ・オフィスアワー（連絡方法） 

・教材（教科書／参考書）     ・授業スケジュール（日程、内容、担当者）  

・目標（一般目標、到達目標）    ・授業展開 

・コアカリ分野（1 大学）     ・単位数 

・コアカリ SBOs との対応番号（2 大学） ・授業形式（講義、演習、実習） 

・到達度チェック欄（1 大学）    ・再試験実施の有無 

・成績評価法（出席、試験、レポート） 

 

科目ごとではない記載項目: 

・年間行事予定表 

・卒業要件 

・履修上の注意 

 

次に、共通する記載項目と相違する項目、記載内容の相違点を討議した。共通点及び相違

点は以下の通りであった。 

 

シラバスの共通記載項目：以下の項目は、いずれの大学のシラバスにも記載されており、

記載内容もほぼ同様であった。 

科目名、担当者、授業形式（講義、演習、実習）、単位数、教材

（教科書／参考書）、成績評価法（出席、試験、レポート）・評

価基準、授業スケジュール（日程、内容、担当者） 

 

シラバスの記載の相違点： 

目標について：いずれの大学も目標（一般目標、到達目標）が科目ごとに記載されてい

るが、コアカリに対応する分野（C-15 など）の記載がある大学（１大学）、および、

シラバスの SBOs にコアカリ SBOs に対応する番号が記載されている大学（２大学）が

あった。これらは主に教育者側がコアカリの漏れ等を容易に確認するために利用され

ていた。また、到達目標に学生自己チェック欄を設けている大学（１大学）があり、
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これは学生自身に記入させる目的で設けているものであった。 

オフィスアワーについて：ほとんどの大学のシラバスには教員への連絡方法が記載され

ていたが、連絡方法、日時、場所のすべてを記載している大学（２大学）と、連絡方

法（メールアドレスなど）のみの大学とがあった。過去にすべてを記載していたが実

態に合わせて連絡方法のみに変更した大学もあった。 

 

授業展開：どのような方法で授業をすすめるかを記載している大学があった。 

 

 各大学のシラバスの共通点や相違点を検討した後、最後に、シラバスは教育プログラムの

内容を適切に表しているかを話し合った。その結果、適切にするために必要なこととして以

下のような意見があげられた。 

 

「シラバスは教育プログラムの内容を適切に表しているか？」 

1． 現在のシラバスは、教員ごとに記載内容の詳細さの程度や表現が異なっているため、

学生に分かりやすいような記載方法の統一が図れるとよい。 

2． 成績評価基準を「試験とレポートで評価する」などの記載だけでなく、配点比率や

合格基準の明記も必要かもしれない（必要でないという意見もあった）。 

3． シラバスの記載内容を学生アンケート結果に基づき見直していくことも必要である。 

 

 以上が第一部で検討したことの概要である。本ワークショップに参加したことで、大学に

よるシラバス記載内容の相違を知ることができた。シラバスの名称、様式、厚さなどの内容

以外の部分の違いも興味深かった。本ワークショップの成果が、大学や教員だけでなく学生

に活用してもらうためのシラバス作りに発展することを期待する。 
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第９班 

第一部「各大学のシラバスの現状：教育プログラムの内容をどのように表していますか？」 

 

 はじめに各メンバーが各自の大学のシラバスについて簡単に紹介した。各大学のシラバス

に共通の記載事項は以下のようであった。 

・科目名：８大学中８大学が記載。 

・授業区分：８大学中７大学が記載。１大学は便覧に記載。 

・担当：８大学中８大学が記載。 

・概要：８大学中８大学が記載。 

・目標（授業の内容）：８大学中８大学が記載。 

・目標（SBOｓ）：８大学中４大学が記載。 

・講義方法：８大学中６大学が記載。 

・成績評価：８大学中８大学が記載。 

・教科書８大学中８大学が記載。 

・参考書８大学中８大学が記載。 

・授業回数：８大学中７大学が記載。 

 

 次に各大学のシラバスの相違点について検討した。各大学のシラバスの記載事項の相違点

は以下のようであった。 

・SBOs が具体的に学生の視点から示されているか。 

・コアカリキュラムが学生の視点から把握できるか。 

・コアカリキュラムとは異なった内容が学生に示しているか。 

・関連科目が記載されているか。 

 その他、年間行事表の記載、教員のオフィスアワー、電子シラバスか冊子体シラバスか、

単位数の記載、学生への注意事項、キーワードの記載、予習・復習の方法、コンピータンス

について各大学に記載の有無や相違がみられた。 

 

 さらに、シラバスは教育プログラムの内容を適切に表しているかについて議論した。その

結果、以下の各項目が教育プログラムの内容を示すのに重要であるとされた。 

・教育理念とコアカリの提示。 

・コアカリの内容を把握できるようになっているか。 

・方略が示されているか否か。 

・授業の予習・復習に対する支援体制が完備しているか。 

・評価方法が具体的に示されているか。 
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＜第二部＞ 

テーマ：薬学教育評価のエビデンスとしてのシラバスを考えよう。 

 

 第二部では、第一部の討議結果を踏まえ、チームごとに以下に示す基準（観点）について、

評価におけるエビデンスとしてシラバスに含まれるべき必要な項目（内容）を考えることと

した。 

 

＜Ⅰチーム（第１班～第３班）＞ 

２ 医療人教育の基本的内容 

(2-6) ヒューマニズム教育・医療倫理教育（基準 2-1-1） 

(2-7) 教養教育・語学教育（基準 2-2-1、 基準 2-2-2） 

(2-8) 医療安全教育（基準 2-3-1） 

(2-9) 生涯学習の意欲醸成（基準 2-4-1） 

(2-10) 自己表現能力（基準 2-5-1） 

５ 問題解決能力の醸成のための教育 

(5-3) 卒業研究の実施（基準 5-2-1） 

 

＜Ⅱチーム（第４班～第６班）＞ 

３ 薬学教育カリキュラム 

(3-4) 薬学教育モデル・コアカリキュラムの達成度（基準3-1-1～基準 3-1-5） 

(3-5) 大学独自の薬学専門教育の内容（基準 3-2-1） 

(3-6) 薬学教育の実施に向けた準備（基準 3-3-1） 

４ 実務実習 

(4-2) 実務実習事前学習（基準 4-1-1～基準 4-1-4） 

 

＜Ⅲチーム（第７班～第９班）＞ 

４ 実務実習 

(4-3) 病院・薬局実習（基準 4-3-1～基準 4-3-8） 

５ 問題解決能力の醸成のための教育 

(5-2) 自己研鑽・参加型学習（基準 5-1-1、 基準 5-1-2） 
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第１班 

第二部「薬学教育評価のエビデンスとしてのシラバスを考えよう」 

 

 事前の全体の作業説明として、（１）「シラバスが評価基準のエビデンスになり得るか否か」

検討する、（２）「基準ごとの評価のエビデンスとするための記載項目について」検討する、

という説明があり、Ⅰチームでは、「２ 医療人教育の基本的内容」（基準 2-1-1～基準 2-5-1）

および「５ 問題解決能力の醸成のための教育」の中の基準 5-2-1（卒業研究の実施）につい

て班の単位で検討した。司会は、日野知証（金城学院大学）氏が担当し、発表は堅田利明（東

京大学）氏が担当した。 

 冒頭からいろいろな意見が出たが、事前の作業説明でのポイントが不十分でプロダクトと

の関係も曖昧であったため課題へのアプローチの仕方に各人で隔たりがあり、司会やタスク

フォースも混乱した。すなわち、午前中に討議した「既存のシラバス」の共通部分として書

かれる「記載項目をどのように充実させるのか」ということなのか、「共通部分にはない記載

項目としてどのような項目を盛り込むことでエビデンスとして活用できるのか」という全く

異なるスタンスでの議論となった。混乱を避けるため、まず、（１）「シラバスが評価基準の

エビデンスになり得るか否か」ということで、担当する評価基準およびその観点に記載され

ているキーワードに注目し、それらを評価するために記載が求められる事項について議論を

進めた。結果として、（２）「基準ごとの評価のエビデンスとするための記載項目について」

を取り纏め、発表した。全般的な意見として、次のような意見があった。 

・各科目のシラバスは、学生への科目履修に関する情報提供のためのものであり、第三

者評価のため（この目的のためのシラバスのフォーマット作り）を意識することは各

大学で大学の事情に併せて独自に工夫しているシラバスが一元化することとなる。 

・教育の全体像を評価する基準項目について、各科目のシラバスで情報を示すことは困

難である。 

・情報量が多い（教育体系の中でその科目が果たす数量的役割やカリキュラムの全体像

など、その科目の実施と直結しない項目まで記載した）シラバスが学生にとって分か

り易いシラバスではない。 

・シラバスの情報量の制限が大学によって異なる。 

・第１回のワークショップで何故シラバスがエビデンスになるとしたのか理解に苦しむ。 

・シラバス以外にエビデンスとなり得る資料（例えば、カリキュラム一覧など）を評価

機構に提出する方が実際的ではないか。 

 

以下、各基準について出された意見を概述する。 

 

１．【基準 2-1-1】医療人としての薬剤師となることを自覚させ、共感的態度及び人との信頼

関係を醸成する態度を身につけさせ、さらにそれらを生涯にわたって向上させるための教

育が体系的かつ効果的に行われていること。 

本基準では、全学年での教育が求められている点、さらに「医療全般」とか「卒業

要件の１／５以上」といった観点での評価が実施されることと各科目のシラバスでの
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学生への科目履修に関する情報提供との間に齟齬があり、各科目のシラバスで、全学

年での教育体系の中での役割を紹介すること自体不可能であり、学生が求める情報と

異なるものと考えるという意見が多かった。シラバス中に教員以外の人的資源ついて

明記することで教育内容が推察できる資料となり得ると考えた。 

 

２．【基準 2-2-1】見識ある人間としての基礎を築くために、人文科学、社会科学及び自然科

学などを広く学び、物事を多角的にみる能力及び豊かな人間性・知性を養うための教育が

体系的かつ効果的に行われていること。 

本基準では、「幅広い教養教育」といった観点から評価が実施されるため、該当する科目

のシラバス中に薬学教員以外の人的資源ついて明記することで教育内容が推察できる資料

となり得ると考えた。 

 

３．【基準 2-2-2】社会のグローバル化に対応するための国際的感覚を養うことを目的とした

語学教育が体系的かつ効果的に行われていること。） 

本基準では、「読む・書く・聞く・話す」、「医療現場・研究室・学術集会」、さらに「全

学年」といった観点のキーワードが明示されており、人的資源として外国人講師を区別し

て記載することや教材（使用する英語学術論文など）を明記することで教育内容が推察で

きる資料となり得ると考えた。 

 

４．【基準 2-3-1】薬害・医療過誤・医療事故防止に関する教育が医薬品の安全使用の観点か

ら行われていること。 

本基準では、観点のキーワードとして多くの薬学教員以外の講師が例示されているので、

方略として人的資源（被害者、弁護士、安全管理者、など）、さらに方法として授業形態（講

義に加え、講演、SGD 教育内容が推察できる資料となり得ると考えた。 

 

５．【基準 2-4-1】医療人としての社会的責任を果たす上での生涯学習の重要性を認識させる

教育行われていること。 

本基準では、観点のキーワードとして薬剤師による卒後研修の体験談などが示されてお

り、シラバスに代わる他のエビデンスが適当と考えた。大学が開設している生涯学習や公

開講座などのプログラムなども資料となり得ると考えた。 

 

６．【基準 2-5-1】自分の考えや意見を適切に表現するための基本的知識、技能及び態度を修

得するための教育が行われていること。 

本基準の評価対象として、方略として、PBL（SGD）や卒業論文発表などを採用した科目

が該当すると考えられること、さらに、人的資源として、ＴＡなどの活動も参考になりこ

とを議論した。 

 

７．【基準 5-2-1】研究課題を通して、新しい発見に挑み、科学的根拠に基づいて問題点を解

決する能力を修得し、それを生涯にわたって高め続ける態度を養うための卒業研究が行わ
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れていること。 

本基準では、観点のキーワードとして、「必修単位」、「実施時期と実施期間が適切に設定」、

「卒業研究発表会の開催」、「卒業論文の作成」などが示されている。従って、シラバス中に、

発表会の開催時期を明記（シラバスは前年度に作成するので「○○月中旬に開催」などで可）

し、参考資料として、「発表会のプログラム（あるいは論文タイトル）」を添付することで補

完できるのではないかと考えた。 

 

最後に、議論の途中で出された意見を「シラバス以外にエビデンスとなり得る資料」と「そ

の他のアイデア」として纏める作業を行った。「シラバス以外にエビデンスとなり得る資料」

としては、「カリキュラム一覧」、「生涯学習や公開講座のプログラム」、「外部講師の講演会の

開催資料」などが該当すると考えた。「その他のアイデア」としては、「基準と各科目の関連

（対応表）を大学で準備する」、「観点ごとのキーワード集を作成し、シラバス作成時に反映

させる」、「医学教育での取り組みを参考にする」といった意見が出された。 

 以上は、検討すべき事項に対し、非常に短い時間での偏った議論の結果の産物であること

を申し添えて、報告書といたします。 
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第２班 

第二部「薬学教育評価のエビデンスとしてのシラバスを考えよう」 

 

 チーム I に割り当てられた評価基準は以下のものであった。これらに関するシラバスが薬

学教育評価のエビデンスになり得るか、また、どの授業科目が関連するかを、各大学の現状

も紹介しながら討議した。さらに、授業内容としてどの様なことがシラバスに必要かを、方

略として考えた。5-2 である卒業研究の実施については、シラバス以外のエビデンスとして

必要なものを討議した。 

２ 医療人教育の基本的内容 

 (2-1) ヒューマニズム教育・医療倫理教育 

 (2-2) 教養教育・語学教育 

 (2-3) 医療安全教育 

 (2-4) 生涯学習の意欲醸成 

 (2-5) 自己表現能力 

５ 問題解決能力の醸成のための教育 

 (5-2) 卒業研究の実施 

 

討議結果をまとめると、 

「２ 医療人教育の基本的内容」では、すべての基準でシラバスがエビデンスになると考えら

れた。しかしながら、講義が開講されているという事実のみでは不十分であり、目的を達成

するための方略に関する資料や SGD における成果についての資料など、シラバス以外の資料

も必要ではないかという意見があった。 

 「(5-2) 卒業研究の実施」では、卒業研究の性格上、分野が広範囲にわたりシラバスに記

載できる内容には限度があるため、他の資料がエビデンスとして必要であろうという意見が

多数を占めた。例えば、発表会プログラム、学生に配付する研究室案内・パンフレット、卒

業論文要旨集などが提案された。 

各項目での討議結果を、基準の文章も含めて以下にまとめた。 

 

２ 医療人教育の基本的内容 

(2-1) ヒューマニズム教育・医療倫理教育  

【基準 2-1-1】医療人としての薬剤師となることを自覚させ、共感的態度及び人との信頼関

係を醸成する態度を身につけさせ、さらにそれらを生涯にわたって向上させるための教育が

体系的かつ効果的に行われていること。  

討議結果 

シラバスがエビデンスかどうか：○ 

必要な項目（内容）：  

・関連する科目が開講されているか 

   薬学概論、早期体験学習、医療倫理、経済、総合教養３科目、薬害関連、 

チーム医療、演習実習(看護師・医師と共に) 
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・方略 

     学生が受け止めているエビデンスが必要、学生中心の方略、SGD の割合、レポー

ト作成、報告書、１/５の計算、ボランティア活動への参加数・実績、他学部学生

との SGD  

 

(2-2) 教養教育・語学教育  

【基準 2-2-1】見識ある人間としての基礎を築くために、人文科学、社会科学及び自然科学

などを広く学び、物事を多角的にみる能力及び豊かな人間性・知性を養うための教育が体系

的かつ効果的に行われていること。  

討議結果 

シラバスがエビデンスかどうか：○  

必要な項目（内容）：  

・関連する科目が開講されているか  

     人文科学、社会科学、自然科学、薬学と関連付けられるか科目 

【基準 2-2-2】社会のグローバル化に対応するための国際的感覚を養うことを目的とした語

学教育が体系的かつ効果的に行われていること。 

討議結果 

シラバスがエビデンスかどうか：○  

必要な項目（内容）： 

・関連する科目が開講されているか  

     語学(読・書・聞・話)、薬学英語、 

・方略 

     ネイティブの教員数、英語圏以外の外国人への対応、CALL、海外研修、 

 

(2-3) 医療安全教育  

【基準 2-3-1】薬害・医療過誤・医療事故防止に関する教育が医薬品の安全使用の観点から

行われていること。  

討議結果 

シラバスがエビデンスかどうか：○  

必要な項目（内容）：  

・関連する科目が開講されているか 

     薬倫理学、生命倫理、薬害被害者の講演、医薬安全性学、毒性学、 

ヒヤリハット事例、  

・方略 

     当事者・加害者の話、弁護士・リスクマネージャー、 

 

(2-4) 生涯学習の意欲醸成  

【基準 2-4-1】医療人としての社会的責任を果たす上での生涯学習の重要性を認識させる教

育が行われていること。  
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討議結果 

シラバスがエビデンスかどうか：○  

必要な項目（内容）：  

・関連する科目が開講されているか 

     現場の薬剤師の講義(実践社会薬学)、卒後研修体験の発表、 

種々の科目の中でも可能 

・方略 

     体験談を話してもらう、薬学関連職種の人に話してもらう 

 

 (2-5) 自己表現能力  

【基準 2-5-1】自分の考えや意見を適切に表現するための基本的知識、技能及び態度を修得

するための教育が行われていること。  

討議結果 

シラバスがエビデンスかどうか：○ 

必要な項目（内容）：  

・関連する科目が開講されているか 

    演習科目、実務実習・学内実習・早期体験等の発表会、PBL、 

・方略 

    発表時のファイル、学生が作成したホームページ、 

・評価 

    SGD でのチェックリスト（発表態度、問題解決能力、表現能力など） 

 

 (5-2)卒業研究の実施  

【基準 5-2-1】研究課題を通して、新しい発見に挑み、科学的根拠に基づいて問題点を解決

する能力を修得し、それを生涯にわたって高め続ける態度を養うための卒業研究が行われて

いること。 

討議結果 

シラバスがエビデンスかどうか：○ 

必要な項目（内容）：  

   発表会プログラム、発表内容ファイル、卒業論文集、研究室案内・パンフレット、 

この項目については以下のような問題点についても討議した。 

    ・記述に具体性を持たせる必要ある。 

    ・系ごとのおおよその目標を示す必要がある。 

    ・評価の内容、卒業論文の提出はエビデンスとなる。 

    ・すべてがベンチワークではなく、医療的研究、EBM、情報収集、疫学、等も研究テ

ーマとなる 

    ・現状は必修の割にはっきりしたシラバスになっていない。 

    ・従来のベンチワークは流れがはっきりしているが、医療的研究はどうか。 

    ・医療現場からのテーマを持ち帰ることも必要。 

    ・服薬指導での満足度、適正使用等もテーマとなりうる。 

    ・卒業研究のシラバスには限界がある。
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第３班 

第二部「薬学教育評価のエビデンスとしてのシラバスを考えよう」 

 

 上記テーマのなかで、「シラバスがエビデンスとなる基準を選び、シラバスに書くべき項目

を列挙する。」という命題が与えられ、３チームに分かれてスモールグループディスカッショ

ンを行った。第３班は I チームに属し、 

担当基準 

薬学教育（６年制）第三者評価基準（平成 19 年度版） 

教育プログラム 

２ 医療人教育の基本的内容 

（2-1）ヒューマニズム教育・医療倫理教育 

（2-2）教養教育・語学教育 

（2-3）医療安全教育 

（2-4）生涯学習の意欲醸成 

（2-5）自己表現能力 

５ 問題解決能力の醸成のための教育 

（5-2）卒業研究の実施 

について議論を行った。対象として与えられた教育プログラムが、これまでにあまり議論さ

れなかった内容であり、いろいろな意見が出された。結論として、（2-4）以外の項目につい

ては、シラバスの内容をエビデンスの一部として使用できるので、それを充実させる工夫が

必要であるということになった。具体的には、以下の内容が提案された。 

 

２ 医療人教育の基本的内容 

（2-1）ヒューマニズム教育・医療倫理教育 

【基準 2-1-1】 

1 エビデンスの一部として使用する。（実習書と併用する。授業の関連図を 

  明記する。） 

 2 必要な項目（内容）：観点 1-3 

・ 評価方法と基準を明記する（例：レポートを書かせる。学生の相互評価、 

技能の評価方法？） 

・ 人的資源を明記する。 

 

（2-2）教養教育・語学教育 

【基準 2-2-1】  

 1 エビデンスの一部として使用する。 

 2 必要な項目（内容）：観点 1-3 

・ 教養科目が専門科目とどのように関連しているかについて関連講義科目名 

  を挙げる。  
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【基準 2-2-2】 

1 エビデンスの一部として使用する。（専門教育との関連図を明記する。） 

2 必要な項目（内容）：観点 1-3 

 

（2-3）医療安全教育 

【基準 2-3-1】 

1 エビデンスの一部として使用する。 

2 必要な項目（内容）：観点 1-2 

・ 方略：被害者団体、弁護士等の外部講師が講義していることを明記する。 

・ 評価は不要？ 

 

（2-4）生涯学習の意欲醸成 

【基準 2-4-1】 

 1 シラバス以外の研修会開催のポスター等をエビデンスとして使用する。 

 

（2-5）自己表現能力 

【基準 2-5-1】 

1 エビデンスの一部として使用する。 

2 必要な項目（内容）：観点 1-3  

・ 方略：SGD、PBL、コミュニケーション論などの内容を明記する。 

・ 学生の相互評価 

 

５ 問題解決能力の醸成のための教育 

（5-2）卒業研究の実施 

【基準 5-2-1】 

1 エビデンスの一部として使用する。（時間割、発表プログラム、卒業論文） 

 

【チームに割り当てられた基準に対してエビデンスとなるシラバスの内容】 

1 評価方法と基準を明記する。（例：レポートを書かせる。学生の相互評価、技能の評価

方法？） 

2 人的資源を明記する。（例：被害者団体、弁護士等の外部講師等） 

3 教養科目が専門科目とどのように関連しているかについて関連講義科目を挙げる。 

4 方略：SGD、PBL、コミュニケーション論などの内容を明記する。 
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第４班 

第二部「薬学教育評価のエビデンスとしてのシラバスを考えよう」 

 

シラバスがエビデンスとなる基準を選び、シラバスに書くべき必要な項目を列挙する。 

 

３ 薬学教育カリキュラム 

（3-1）薬学教育モデル・コアカリキュラムの達成度 

【基準 3-1-1】教育課程の構成と教育目標が、薬学教育モデル・コアカリキュラムに適合し

ていること。 

＜観点 3-1-1-1＞各科目のシラバスに一般目標と到達目標が明示され、それらが薬学教育モ

デル・コアカリキュラムの教育目標に適合していること。 

必要な項目（内容）：一般目標、到達目標、コアカリとの対応 

 

【基準 3-1-2】各到達目標の学習領域に適合した学習方略を用いた教育が行われていること。 

＜観点 3-1-2-1＞講義、演習、実習が有機的に連動していること。 

必要な項目（内容）：体系図（講義、演習、実習も含めて）および、関連する科目を示す。 

 

＜観点 3-1-2-2＞医療現場と密接に関連づけるため、具体的な症例、医療現場での具体例、

製剤上の工夫などを組み込むように努めていること。 

必要な項目（内容）：個々の科目（個々の講義内容）のシラバスに記述する。 

 

＜観点 3-1-2-3＞患者・薬剤師・他の医療関係者・薬事関係者との交流体制が整備され、教

育へ直接的に関与していることが望ましい。 

必要な項目（内容）：個々の科目（個々の講義の内容）のシラバスに記述する。（講義資料

等を添付する） 

 

【基準 3-1-3】各ユニットの実施時期が適切に設定されていること。 

＜観点 3-1-3-1＞各ユニットの実施時期が適切に設定されていること。 

必要な項目（内容）：実施時期、必修・選択の区別、単位数、体系図 

 

【基準3-1-4】薬剤師として必要な技能、態度を修得するための実習教育が行われていること。 

＜観点 3-1-4-1＞科学的思考の醸成に役立つ技能及び態度を修得するため、実験実習が十分

に行われていること。 

必要な項目（内容）：実習内容に関する態度の SBOs を記載するとともに、実習に関する教

科書・参考書（実習書）を記載する。 

 

＜観点 3-1-4-2＞実験実習が、卒業研究や実務実習の準備として適切な内容であること。 

必要な項目（内容）：体系図や関連科目を示す。 
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【基準 3-1-5】学生の学習意欲が高まるような早期体験学習が行われていること。 

＜観点 3-1-5-1＞薬剤師が活躍する現場などを広く見学させていること。 

必要な項目（内容）：個々の科目（個々の講義内容）のシラバスに記述する。 

 

＜観点 3-1-5-2＞学生による発表会、総合討論など、学習効果を高める工夫がなされている

こと。 

必要な項目（内容）：講義方法（講義・公園・PBL 等）を個々の科目（個々の講義内容）の

シラバスに記述する。 

 

（3-2） 大学独自の薬学専門教育の内容 

【基準 3-2-1】大学独自の薬学専門教育の内容が、理念と目標に基づいてカリキュラムに適

確に含まれていること。 

＜観点 3-2-1-1＞大学独自の薬学専門教育として、薬学教育モデル・コアカリキュラム及び

実務実習モデル・コアカリキュラム以外の内容がカリキュラムに含まれていること。 

必要な項目（内容）：体系図と大学独自の薬学専門教育であることを表記する。 

 

＜観点 3-2-1-2＞大学独自の薬学専門教育内容が、科目あるいは科目の一部として構成され

ており、シラバス等に示されていること。 

必要な項目（内容）：体系図と大学独自の薬学専門教育であることを表記する。 

 

＜観点 3-2-1-3＞学生のニーズに応じて、大学独自の薬学専門教育の時間割編成が選択可能

な構成になっているなど配慮されていることが望ましい。 

必要な項目（内容）：実施時期、必修・選択の区別、単位数、体系図 

 

（3-3） 薬学教育の実施に向けた準備 

【基準 3-3-1】学生の学力を、薬学教育を効果的に履修できるレベルまで向上させるための

の教育プログラムが適切に準備されていること。 

＜観点 3-3-1-1＞個々の学生の入学までの履修状況等を考慮した教育プログラムが適切に準

備されていること。 

必要な項目（内容）：実施時期、必修・選択の区別、単位数、体系図、履修要件（例えば「物

理の補充授業を受講していること」） 

 

＜観点 3-3-1-2＞観点 3-3-1-1 における授業科目の開講時期と対応する専門科目の開講時期

が連動していること。 

必要な項目（内容）：体系図 

 

４ 実務実習 

（4-1） 実務実習事前学習 

【基準 4-1-1】教育目標が実務実習モデル・コアカリキュラムに適合し、実務実習事前学習



- 35 - 

  

が適切に行われていること。 

必要な項目（内容）：実施時期、単位数、体系図、実習内容 

 

【基準 4-1-2】学習方法、時間、場所等が実務実習モデル・コアカリキュラムに基づいて設

定されていること。 

必要な項目（内容）：実習内容（時間・場所）、実習方法（講義・演習・ロールプレイなど） 

 

【基準 4-1-3】実務実習事前学習に関わる指導者が、適切な構成と充分な数であること。 

必要な項目（内容）：担当教員数 

 

【基準 4-1-4】実施時期が適切に設定されていること。 

＜観点 4-1-4-1＞実務実習における学習効果が高められる時期に設定されていること。 

必要な項目（内容）：実施時期 

 

＜観点 4-1-4-2＞実務実習の開始と実務実習事前学習の終了が離れる場合には、実務実習の

直前に実務実習事前学習の到達度が確認されていることが望ましい。 

必要な項目（内容）：履修上の注意（実務実習開始前に、復習の為の実習を受講すること） 

 

検討結果について 

 今回の WS では、「薬学教育（６年制）第三者評価評価基準（平成 19 年度版）」の３ 薬学教

育カリキュラム（p.4-p.5）および、４ 実務実習（のうち基準 4-1-4、p.6）の一部について、

シラバスが薬学教育評価のエビデンスになるかどうかを検討した。 

１）前提として、第一部で行われたシラバスに書かれるべき事項（授業科目、担当教員、

履修年次、必修・選択の別、単位数、授業概要、到達目標、各回毎の授業内容、教科

書、参考書、成績の評価方法（基準）、授業方式、コアカリキュラムへの対応、オフィ

スアワー、教員への連絡方法、受講生へのメッセージ・アドバイスなど）が完備され

ていること。 

２）今回検討したすべての項目（基準、観点）でシラバスがエビデンスになることが明ら

かになったが、さらなる補足によりシラバスを充実させることが必要であるとの点で

意見が一致した。  

３）補足すべき点 

(1) 各科目（講義、演習、実習を含めて）を系毎（有機系、生物系、医療系など）に

して、それらの科目間の関連を示す体系図を作成する。 

(2) 大学独自の薬学専門教育内容が、科目あるいは科目の一部として構成されている

ことをシラバスに示す。 

(3) 履修要件や履修上の注意などを充実させる。 

(4) 各期のモデル・時間割を示す。 

上記の補足を行うことで、学生にとって何をどのように学習すべきかがほぼすべて

理解できるような「シラバス」を作成する。 
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第５班 

第二部「薬学教育評価のエビデンスとしてのシラバスを考えよう」 

 

作業内容 

１）評価基準についてシラバスがエビデンスかどうか検討する。 

２）シラバスのエビデンスとなる基準について、シラバスに記載することが望ましい内容を

挙げる。 

３）グループに割り当てられた基準に対してエビデンスとなるシラバスの内容をまとめる。 

 

＜実際の検討作業＞ 

まず、最初にそれぞれの基準においてシラバスがエビデンスとして使用できるかについて

検討した。 

【基準 3-1-1】 使える。   

【基準 3-1-2】  使える（各観点についても使用できる）。 

【基準 3-1-3】 使える。   

【基準 3-1-4】  一つの資料として使える。 

【基準 3-1-5】  基準３－１－５ 使える。   

【基準 3-2-1】【基準 3-3-1】使える。 

【基準 4-1-1】【基準 4-1-2】【基準 4-1-3】【基準 4-1-4】 使える。 

となり、全ての基準についてシラバスが第三者評価のエビデンスとなりうると結論づけた。 

 続いて、シラバスに記載する項目を考えるにあたって、各観点の中のキーワードについて

検討した。キーワードは上記基準・観点の文章に下線で示したものが指摘された。波下線は

シラバス以外の資料で示す方が良いと思われるキーワード。 

元来、基準・観点の文章は要点のみを記述したものであると考えられ、文章全てがキーワ

ード的になるとの議論も一部の観点については出たことから、それぞれの観点について、シ

ラバス関連事項を抜粋したものを検討し、以下の様になった。 

＜観点 3-1-1-1＞ 一般目標(GIO)と到達目標(SBOs)の明示。モデル・コアカリキュラムに適

合していることの記述。 

＜観点 3-1-2-1＞ 有機的に連動していることの記述。 

＜観点 3-1-2-2＞ 医療現場における具体例の明示。 

＜観点 3-1-2-3＞ 医療関係者の教育への直接的関与の資料。  交流体制は別資料。 

＜観点 3-1-3-1＞ 実施時期を考慮した、当該科目と他科目との関連性の記述。 

＜観点 3-1-4-1＞ 十分な実験実習による科学的思考の醸成の達成の為の方略等の記述。 

＜観点 3-1-5-1＞及び＜観点 3-1-5-2＞ 見学させる現場（職種）の記述。体験後の作業の

工夫の記述。学習意欲の高まりの評価。 

＜観点 3-2-1-1＞及び＜観点 3-2-1-2＞ 理念と目標に基づいている独自のカリキュラム

の記述。 

＜観点 3-2-1-3＞ 学生のニーズに合わせて選択可能な構成になっていることの記述。 

＜観点 3-3-1-1＞ 入学までの履修状況等に合わせた講義等があることの記述。 
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＜観点 3-3-1-2＞ 準備学習と専門科目等との連関の明示。 

【基準 4-1-1】 教育目標が実務実習モデル・コアカリに適合していることの記述。 

【基準 4-1-2】 学習方法、時間、場所等の設定の明示。 

【基準 4-1-3】 指導者の構成と数の記述。 

＜観点 4-1-4-1＞ 適切な実施時期の設定の記述。 

＜観点 4-1-4-2＞ 直前の実務実習事前学習の到達度の確認手法等の記述。 

 

 以上の議論を元に各基準・観点（のキーワード）に対応する内容をシラバスの【目標】・【方

略】・【評価】・【（その他）】のどの部分に組み込むかについてさらに検討した。 

＜観点 3-1-1-1＞ の２つは「目標」に。 

＜観点 3-1-2-1＞、＜観点 3-1-2-2＞及び＜観点 3-1-2-3＞ は「方略」に。交流体制はそ

の他の資料に。 

＜観点 3-1-3-1＞ は「方略」に。 

＜観点 3-1-4-1＞、＜観点 3-1-4-2＞ は「方略」と「評価」に。 

【基準 3-1-5】 は「方略」と「評価」に。 

＜観点 3-2-1-1＞ は「目標」に。  

＜観点 3-2-1-3＞ は「方略」に。 

＜観点 3-3-1-1＞、＜観点 3-3-1-2＞ は「目標」と「方略」に。 

【基準 4-1-1】 は「目標」に。  

【基準 4-1-2】 は「方略」に。  

【基準 4-1-3】 は「方略」に。 

＜観点 4-1-4-1＞ は「方略」に。  

＜観点 4-1-4-1＞、＜観点 4-1-4-2＞ は「評価」に。 

となった。 

 

この結果を受けて、 

（4-1）実務実習事前学習について、シラバスに記載すべき項目についてまとめることとなっ

た。 

［目標］－ 教育目標などが実習コアカリと適合していることの明示。 

 

［方略］－ 学習方法、時間、場所等の設定の明示。 

       指導者の構成と数（SP、実務家教員を含む）の明示。 

       適切な実施時期の設定を明示し、他の科目、実習等とのつながりの明示。 

 

［評価］－ 適切な実施時期の設定と実務実習実施との間隔の明示。 

       直前の実務実習事前学習の到達度の確認について実施時期と確認方法の明示。 

 

 以上の内容がシラバスに記述されることにより、基準４－１の対応する内容を評価・確認

することができるのではないかという結論に達した。 
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この作業を通して、今回担当して考えた基準のほとんどがシラバスに適切な記載が有るこ

とで、評価の資料となることがわかり、単なる講義計画のみではなく教育システムを明確に

したシラバスの重要性について確認することができた。総合大学の場合、大学全体のシラバ

ス書式がある場合が多いが、その場合でも評価の資料となるべき情報を記載することを各講

義担当教員が考えることで、学生や第三者にも講義構成等がわかりやすくなると考えられる。 

ただ、今回の作業中、我々のグループは、担当の基準の中の１項目のみに対するシラバスを

まとめると考え、（4-1）のみに必要なシラバスの項目・内容をまとめる形の議論を行った結

果、担当基準全てに対応したシラバス項目をまとめたⅡチームの他の班とは異なる最終プロ

ダクトとなってしまったと思われる。 
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第６班 

第二部「薬学教育評価のエビデンスとしてのシラバスを考えよう」 

 

（I）経緯および結果 

「第一部」で、各大学で、書式、成績評価等若干の違いがあるものの、概ね、シラバスは

教育プログラムを適切に表していることが確かめられ、薬学教育評価のエビデンスとしての

シラバスの重要性が明らかにされた。そこで、第二部では「薬学教育評価のエビデンスとし

てのシラバスを考えよう」とのタイトルのもと、「評価基準をクリアするシラバスの項目・内

容」について、検討を行った。 

 具体的には、チームⅡの６班では、薬学教育第三者評価基準の３。薬学教育カリキュラ

ム（基準 3-1-1 から基準 3-3-1）および４。実務実習（基準 4-1-1 から基準 4-1-4）の 11 基

準について、協議を行った。 

まず、11 基準の各基準について、シラバスが教育評価のエビデンスになるか否かを検討し

た。その際、シラバスの定義あるいは範囲について、議論があり、従来の意味でのシラバス

ではなく、広く、学生に授業の情報を与えるものとの立場から、学生便覧、要覧などを含め

ることになった。そのような観点から検討すると、広義のシラバスは 11 基準について、エビ

デンスになり得るとの結論に達した。 

 

以下、各基準について、必要な項目を議論した結果を簡潔に記述する。 

１．基準 3-1-1 

・必要な項目（内容）は「目標」「方略」「評価」の３要素では「目標」である。 

・科目の一般目標と到達目標及びコアカリキュラムの GIO と SBO との関係（科目個 

別）の明確な記載が必要。 

・その他：全体的な対応図、関連図も必要。 

２．基準 3-1-2 

・必要な項目（内容）は上述の 3 要素では「方略」、「評価」である。 

・講義と講義、講義と実習項目の関連位置づけ。学習方法、物的資源等を詳細に示す資

料の作成。履修条件の明示等が必要。 

３．基準 3-1-3 

・必要な項目（内容）は上述の３要素では「方略」である。 

  ・実施時期の記載が必要。 

４．基準 3-1-4 

・必要な項目（内容）は上述の３要素では「方略」、「評価」である。 

・測定可能な評価項目と方法の明示が必要。 

５．基準 3-1-5 

・必要な項目（内容）は上述の３要素では「目標」、「方略」、「評価」である。 

６．基準 3-1-2 

・必要な項目（内容）は上述の３要素では「目標」、「方略」、「評価」である。 

・独自の科目目標の設定が必要。 
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・その他：時間割編成表の作成が必要。 

７．基準 3-3-1 

・必要な項目（内容）は上述の３要素では「目標」、「方略」、「評価」である。 

・その他：初年次の学力評価、時間割編成表が必要。 

８．基準 4-1-1 

・必要な項目（内容）は上述の３要素では「目標」、「方略」、「評価」である。 

９．基準 4-1-2 

・必要な項目（内容）は上述の３要素では「方略」である。 

１０．基準 4-1-3 

・必要な項目（内容）は上述の３要素では「方略」である。 

・その他：教育担当者編成表が必要。 

１１．基準 4-1-4 

・必要な項目（内容）は上述の３要素では「方略」である。 

 

（II）結論 

以上より、チームⅡの 6 班では、上述の 11 基準に対して、エビデンスとなるシラバスには

下記の内容が含まれるべきと結論した。 

・授業計画書 

・時間割編成表 

・実習テキスト、要綱 

・学生便覧等（大学、学部の理念を含むもの） 

・全体的な科目とコアカリキュラムとの対応図、関連図 

・講義、演習、実習の相関を示す資料 

・教育担当者の編成表（特に、事前実務実習） 

・技能、態度についての評価基準書 

・初年次の学力評価 

 

なお、シラバスについては、従来の概念の「授業計画」だけでは、第三者評価としてのエ

ビデンスとしては不十分であり、上記内容を含んだ広義のシラバスが必要になるとの考えが

示された。広義シラバスは教育システムの明確化を担うものである。 
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第７班 

第二部「薬学教育評価のエビデンスとしてのシラバスを考えよう」 

 

シラバスがエビデンスとなる基準を選び、シラバスに書くべき項目を列挙した。 

 

(4-3) 病院・薬局実習 

【基準 4-3-1】実務実習の企画・調整、責任の所在、病院・薬局との緊密な連携等、実務実

習を行うために必要な体制が整備されていること。  

＜観点 4-3-1-1＞実務実習委員会が組織され、機能していること。 

＜観点 4-3-1-2＞薬学部の全教員が積極的に参画していることが望ましい。 

実務実習についてはシラバスだけでは網羅できない内容があるので、別途に「実務実習履

修の手引き（要綱：仮称）」を用意しておくことが望ましい。＜観点 4-3-1-1-＞および＜観

点 4-3-1-2＞については、実務実習委員会などの組織図を記載する。受け入れ先施設を明記

しておく。全学的に統一されたシラバス書式が定められている大学では、別途作成する必要

があるかもしれない。いずれにせよ、学生に周知するための資料が必要となる。 

 

【基準 4-3-2】教育目標が実務実習モデル・・コアカリキュラムに準拠して設定され、実務

実習が適切に実施されていること。  

シラバスの内容から教育目標が「設定」されているかどうかについては判断できるが、実

務実習が適切に「実施」されているかどうかについては、シラバスだけで評価はできない。 

必要な項目（内容）や目標を記載した資料を準備する必要がある。 

 

【基準 4-3-3】学習方法、時間、場所等が実務実習モデル・・コアカリキュラムに準拠して

実施されていること。  

＜観点 4-3-3-1＞実務実習の期間は５ヶ月以上であり、病院と薬局における実務実習の期間

が各々標準（２。５ヶ月）より原則として短くならないこと。 

シラバスに記載する必要のある項目（内容：方略）は次の通りである。 

・実習期間を明示しておく。 

・実習施設を明示しておく。(シラバスの配布時期によっては、追加資料として後日周知

する） 

・実務実習テキストや参考資料などを例示しておく。 

 

【基準 4-3-4】 

学生の病院・薬局への配属が適正になされていること。 

＜観点 4-3-4-1＞学生の配属決定の方法と基準が事前に提示され、配属が公正に行われてい

ること。 

＜観点 4-3-4-2＞学生の配属決定に際し、通学経路や交通手段への配慮がなされていること。 

＜観点 4-3-4-3＞遠隔地における実習が行われる場合は、大学教員が当該学生の実習及び生 

活の指導を十分行うように努めていること。 
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「ふるさと実習」などについては調整機構の役割が重要となるので、シラバスに記載する

内容とは言えない。 

＜観点 4-3-4-1＞から＜観点 4-3-4-3＞については、シラバスではなく「実務実習履修の手

引き（要綱）」などに記載する。 

  

【基準 4-3-5】実習先の指導者と学部・学科との間で適切な連携が行われていること。 

＜観点 4-3-5-1＞事前打ち合わせ、巡回、実習指導、およびそのフィードバックなどにおい

て適切な連携がとられていること。 

 シラバスには学生と教員の間の契約事項を記載するので、実務実習受け入れ先との関係を

規定することはできない。従って、シラバスには記載しない。教員と実習受け入れ先との間

で連絡のための「合同委員会（仮称）」を設置しておき、上記の問題に関して検討を加える。 

 

【基準 4-3-6】 

実習先の指導者との間の連絡を踏まえて学生を適切に指導監督していること。  

＜観点 4-3-6-1＞実習先の指導者との間で、学生による関連法令の遵守や、守秘義務等に

関する適切な指導監督についてあらかじめ協議し、その確認方法が整備されていること。 

＜観点 4-3-6-2＞実務実習において、学生による関連法令の遵守が確保されていることが

確認されていること。 

【基準 4-3-6】と同様の理由により、シラバスには記載しない。 

 

【基準 4-3-7】評価基準を設定して、学生と実習先の指導者に事前に提示したうえで、実習

先の指導者との連携の下、適正な評価が行われていること。  

シラバスに記載すべき項目（内容：評価）は次の通りである。 

・評価者が誰かを明示しておく。（実際は、教員と実習先指導者） 

・評価基準を明示しておく。 

・フィードバック・形成的評価をふくめた評価方法を記載しておく。 

※ 実習欠席の扱いについては「実務実習書」などに記載しておく。 

 

【基準 4-3-8】学生、実習先の指導者、教員の間で、実習内容、実習状況及びその成果に関

する評価のフィードバックが、実習期間中に適切に行われていること。  

実習先との連絡方法、教員の巡回スケジュールの例示、フィードバック方法などについて

記載しておく。（実習期間中の状況については、形成的評価を行うことができる。） 

 

５ 問題解決能力の醸成のための教育 

(5-1) 自己研鑽・参加型学習 

【基準 5-1-1】全学年を通して、自己研鑽・参加型の学習態度の醸成に配慮した教育が行わ

れていること。 

＜観点 5-1-1-1＞学生が能動的に学習に参加するよう学習方法に工夫がなされていること。 

＜観点 5-1-1-2＞1 クラスあたりの人数や演習・実習グループの人数が適正であること。 
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シラバスに記載すべき内容を以下に例示しておく。 

  ◎学習方法を明記する。 

  例１：実習・演習の科目に参加型の小グループ学習を取り入れる。 

   例２：参加型の総合演習科目を設定する。 

◎自己研鑽・参加型学習の授業（実習、演習、卒業研究など）について、全学年におけ

る配置と相互の関係を明示するための一覧表か関係図を用意しておく。 

自己研鑽・参加型の授業については、シラバスに構成人数を具体的に記載することが望

ましい。 

 

【基準 5-1-2】充実した自己研鑽・参加型学習を実施するための学習計画が整備されている

こと。 

＜観点 5-1-2-1＞自己研鑽・参加型学習が、全学年で実効を持って行われるよう努めている

こと。 

＜観点 5-1-2-2＞自己研鑽・参加型学習の単位数が卒業要件単位数（但し、実務実習の単位

は除く）の１／１０以上となるよう努めていること。 

＜観点 5-1-2-3＞自己研鑽・参加型学習とは、問題立脚型学習（PBL）や卒業研究などをいう。 

・各科目について、「自己研鑽・参加型学習」に分類されるものかどうかシラバスの中に

明記する。 

・演習・実習グループ（チーム）に割り当てられた課題に関して、エビデンスとなるよ

うに、その内容をシラバスに記載する。 
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第８班 

第二部「薬学教育評価のエビデンスとしてのシラバスを考えよう」 

 

１．病院実習・薬局実習および自己研鑽・参加型学習のシラバスが必要かどうか？ 

２．病院実習・薬局実習および自己研鑽・参加型学習のシラバスが不要なもの 

３．チームに割り当てられた基準に対してエビデンスとなるシラバスの内容 

の３課題について、兵庫医療大学の西山教授が司会進行者、静岡県立大学・星野教授が発

表者として、８班の活発な議論がなされた。 

本班に与えられたテーマの詳細は、平成 19 年度版 薬学教育（6 年制）第三者評価評価

基準における (4-3) 病院・薬局実習における「基準 4-3-1～4-3-8」および (5-1) 自己

研鑽・参加型学習における「基準 5-1-1～5-1-2」であった。 

病院・薬局実習に関しては、 

１）実務実習の企画・調整、責任の所在、病院・薬局との密接な連携等、実務実習を

行うために必要な体制が整備されていること 

２）学生の病院・薬局への配属が適正になされていること 

３）実習先の指導者と学部・学科との間で適切な連携が行われていること 

４）実習先の指導者との間の連絡を踏まえて、学生を適切に指導・監督していること 

以上の点が、明確であれば、シラバスが不要であるとの結論に達した。本件に関しては、

別資料の作成で十分対応できることおよび学生の問題ではなく、大学の責任で対応・実施

すべきことが指摘され、合意に至った。 

それ以外の病院・薬局実習に関しての基準項目に関しては、学生が病院・薬局実務実習

の意義を理解する上で、シラバスが必要との見解に達した。 

以下に、病院・薬局実習および自己研鑽・参加型学習に関する基準項目に関する 8 班の

見解を要約する。○はシラバス必要、×はシラバス不要と判断した。 

 

病院・薬局実習 自己研鑽・参加型学習 

4-3-1 × 

4-3-2 ○ 

4-3-3 ○ 

4-3-4 × 

4-3-5 × 

4-3-6 × 

4-3-7 ○ 

4-3-8 × 

5-1-1 ○ 

5-1-2 ○ 
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チームに割り当てられた基準に対してエビデンスとなるシラバスの内容については、 

１） コアカリに準拠した教育目標(GIO、SBOs) 

２） 自己研鑽・参加型学習であることがわかるような目標 

３） 学習形式（講義・演習・実習など） 

４） 学習方法（PBL、SGD、e-learning など） 

５） 時間（実習期間、期別など） 

６） 場所（実施施設、病院・薬局の別など） 

７） 成績評価基準 

８） 評価（ポートフォリオなど） 

９） 単位数 

１０） 履修上の留意点（フィードバックによる指導が行われる旨を記載するなど） 

  

以上の点を明確に記載する必要があるとの見解に達した。ただ、e-learning に関して、

某大学から５年間実施したが、利用する学生が年々減少している為、現在、廃止する方向

で検討しているとの発言があった。しかし、検討中の大学も多い為、学習方法の一つとし

て e-learning の必要性を現状では否定できないとの結論に達した。また、自己研鑽・参加

型学習に関しては、学生がその意義を理解しやすい内容のシラバスの作成が必要との見解

に達した。さらに、特に議論された項目は、病院・薬局実務実習中における学生に対して

の大学教員の関与であった。すなわち、実務実習中における学生の実習成果などが把握し

にくい為、学生が円滑に実務実習を遂行する目的および実務実習の指導者の先生方をサポ

ートする目的で、実務実習中に大学教員におけるチェックシステムが必要であるとの結論

に至った。しかし、実務実習中である学生の最終評価はできない為、実務実習中に大学教

員の中間評価のフィードバックによる指導が行われることをシラバスに記載する必要があ

るとの見解に至った。しかしながら、本件は最終的な評価でない為、学生が実務実習中で

あっても、大学教員のチェックシステムが行われる旨の項目として、シラバスに履修上の

留意点、「大学教員のフィードバックによる指導が行われる」ことを記載することで合意し

た。 
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第９班 

第二部「薬学教育評価のエビデンスとしてのシラバスを考えよう」 

 

第二部では９つの班を３チームに分け、それぞれのチームが検討する内容を分担した。９

班はⅢチームとして、「４ 実務実習 (4-3) 病院・薬局実習」、および、「５ 問題解決能力の

醸成のための教育 (5-1) 自己研鑽・参加型学習」の各基準について「シラバスが薬学教育評

価のエビデンスとなりうるか」を検討した。なりうると判断した基準については、シラバス

に記載すべき項目を列挙した。 

 

まず、シラバスがエビデンスにはならないと９班で判断したのは【基準 4-3-4】と【基準 

4-3-5】の２点である。【基準 4-3-4】については別な資料が必要であり、シラバスはエビデ

ンスとしては不要と結論した。また、【基準 4-3-5】については、【基準 4-3-1】のために作

成する実務実習委員会によるマニュアル等を示すことで連携方法のエビデンスとすればよい

と判断した。 

 

続いて、エビデンスとなりうると判断した基準について、シラバスに記載すべき項目とし

て選択したもの、および議論の経緯などの補足事項を以下にまとめた。 

 

【基準 4-3-1】科目名・単位数、大学側の科目責任者、担当講座名。 

（補足）教育体制（担当教員、連絡先・事故時の体制、さらには単位に関する記載など）

を明記することで学生側からも実務実習の大枠が理解しやすくなり、また、大学側の姿

勢として実務実習をどのように扱っているかを提示できる。ただし、実習先などはシラ

バス配布時には詳細が決まっていない可能性があり、別途記載すればよい。 

 

【基準 4-3-2】教育目標、モデル・コアカリキュラムに準拠する内容。 

 

【基準 4-3-3】学習方法、最低限の基準、時間（期間）、場所（詳細は別紙でよい） 

（補足）方略の記載が必要である。実習期間や実施方法など。 

 

【基準 4-3-6】巡回指導者の所属講座名、実習評価には実習先指導者が関わる・成績評価は

「連携」のもとに行うことの記載 。 

（補足）議論の中で＜観点 4-3-6-1＞＜観点 4-3-6-2>に触れられている「関連法令の遵守」

について置き去りにされていた部分があった（チーム会議で指摘を受けた）。ただ、守秘

義務などについて学ぶ旨シラバス中に記載することも重要であるとの指摘もあり、この

点でシラバスがエビデンスとなりうるとの結論に達した。 

 

【基準 4-3-7】実習評価基準（評価表は別紙）、実習評価の時期（中間と終了時）、成績評価

は協議の上行うこと。 

（補足）適正な評価を行うことを提示し、実務実習における「適切な態度」についても基

準を明示する必要がある。（場合によっては中途での実習中止もありうることを予告して

おく。）ただし、詳細な評価表は不要であり、様々な事情の違いにも柔軟に対応できるよ

うなものとすべきである。 
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【基準 4-3-8】実習中途で大学教員による巡回指導（フィードバック）が行われる。 

（補足）実習先の指導者からの評価を学生にフィードバックする旨記載が必要である。評価

方法についても記載が必要かもしれない。 

 

【基準 5-1-1】課題、方略（PBL・SGD）の記載があること。 

 

【基準 5-1-2】関連科目として問題解決能力を醸成するための科目が記載されていること

（PBL・SGD などの形態も）、SGD、PBL が組み込まれた講義の、全学年を通じた表（体系表）

の掲載。 

（補足）出席記録、グループ数などは記録として残す必要があるが、シラバスとは別途の

記載でよい。 
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＜合同討議＞ 

テーマ：薬学教育評価のエビデンスとしてのシラバスを考えよう 

 

 チームごとに各班での討議を踏まえ、以下に示す基準（観点）について、評価におけるエ

ビデンスとしてシラバスに含まれるべき必要な項目（内容）を考えることとした。 

 

＜Ⅰチーム（第１班～第３班）＞ 

２ 医療人教育の基本的内容 

(2-11) ヒューマニズム教育・医療倫理教育（基準 2-1-1） 

(2-12) 教養教育・語学教育（基準 2-2-1、 基準 2-2-2） 

(2-13) 医療安全教育（基準 2-3-1） 

(2-14) 生涯学習の意欲醸成（基準 2-4-1） 

(2-15) 自己表現能力（基準 2-5-1） 

５ 問題解決能力の醸成のための教育 

(5-4) 卒業研究の実施（基準 5-2-1） 

 

＜Ⅱチーム（第４班～第６班）＞ 

３ 薬学教育カリキュラム 

(3-7) 薬学教育モデル・・コアカリキュラムの達成度（基準 3-1-1～基準 3-1-5） 

(3-8) 大学独自の薬学専門教育の内容（基準 3-2-1） 

(3-9) 薬学教育の実施に向けた準備（基準 3-3-1） 

４ 実務実習 

(4-3) 実務実習事前学習（基準 4-1-1～基準 4-1-4） 

 

＜Ⅲチーム（第７班～第９班）＞ 

４ 実務実習 

(4-3) 病院・薬局実習（基準 4-3-1～基準 4-3-8） 

５ 問題解決能力の醸成のための教育 

(5-3) 自己研鑽・参加型学習（基準 5-1-1、 基準 5-1-2） 
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Ⅰチーム  （第１班～第３班） 

合同討議「薬学教育評価のエビデンスとしてのシラバスを考えよう」 

 

 チーム I では第二部「薬学教育評価のエビデンスとしてのシラバスを考えよう」というテ

ーマで、薬学教育（６年制）第三者評価評価基準（平成 19 年度版）の教育プログラム 医療

人教育の基本的内容（基準 2-1～2-5）および問題解決能力の醸成のための教育（基準 5-2）

に関して、各班毎に“各基準に対してシラバスが薬学教育評価のエビデンス（資料）と成り

得るか？ エビデンスとなるのであれば、シラバスのどのような項目や内容がエビデンスと

なるのか？”について討論を行った。 

 

【基準 2-1-1】に関しては、各班ともにシラバスが薬学評価のエビデンスとなるという意見

であった。また、薬学教育評価のエビデンスとしては、次のようなシラバスの項目（内容）

が挙げられるとの考えでまとまった。 

・評価方法と基準、学習方法の明記（例：レポートを書かせる。学生の相互評価、技能の

評価方法等） 

・人的資源の明記（例：学外の医療関係者による講義・講演等）。  

・関連する科目（関連図）の明記（例：早期体験学習など） 

   関連図：全学年を通して関連科目がどのような順序および方法（SGD、PBL 等） 

で教育が行われているかを示すもの（大学によりカリキュラムまたは学生便

覧等に含まれる） 

 

【基準 2-1-2】に関しては、各班ともにシラバスが薬学評価のエビデンスとなるという意見

であった。また、薬学評価のエビデンスとしては、次のようなシラバスの項目（内容）が考

えられるとの意見であった。 

・評価方法と基準、学習方法の明記（例：レポートを書かせる。学生の相互評価、技能の

評価方法） 

・人的資源の明記 

・関連する科目（関連図）の明記  

・専門教育との関連図の明記 

 

【基準 2-2-2】に関しては、各班ともにシラバスが薬学評価のエビデンスとなるという意見

であった。また、薬学評価のエビデンスとしては、シラバスの次のような項目（内容）が挙

げられた。 

・関連する科目が開講されているか 

語学(読・書・聞・話)、薬学英語等 

・人的資源の明記（例：ネイティブの教員数、英語圏以外の外国人等）  

・方略の明記（例：e-learning、CALL Computer Assisted Language Learning、海外研

修、適切な教材等）  
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【基準 2-3-1】に関しては、各班ともにシラバスが薬学評価のエビデンス（資料）となると

いう意見であった。また、薬学評価のエビデンスとしては、第１班～第３班の意見をまとめ

ると、次のようなシラバスの項目（内容）となった。 

・人的資源（例：被害者団体、弁護士、安全管理者、当事者・加害者等）の明記 

・関連する科目（例：生命倫理、薬害被害者の講演など）の開講の明記  

・方法の明記（講義に加え、講演、SGD 等の記載） 

 

【基準 2-4-1】に関しては、シラバスは薬学評価のエビデンスとしては難しいのではないか

との意見もあったが、最終的にシラバスの次のような項目（内容）はエビデンスとなるので

はないかという考えでまとまった。 

・関連する科目が開講されているか 

   現場の薬剤師の講義(実践社会薬学)、卒後研修体験の発表（種々の科目の中でも可能） 

・方略の明記 

   体験談の話、薬学関連職種の人の話等 

シラバス以外のエビデンスとしては、研修会開催のポスター、生涯学習や公開講座などの

プログラム等が考えられるとの意見が出された。  

 

【基準 2-5-1】に関しては、各班ともにシラバスが薬学評価のエビデンスとなるという意見

であった。また、薬学教育評価のエビデンスとしては、次のようなシラバスの項目（内容）

が考えられるとの意見でまとまった。 

・関連する科目が開講されているか 

   演習科目、実務実習・学内実習・早期体験等の発表会、PBL 等  

・評価方法として、 

1) SGD でのチェックリスト（発表態度、問題解決能力、表現能力など） 

2) 学生の相互評価等 

・方略として SGD、PBL、コミュニケーション論などの内容の明記 

・卒業論文発表 

・人的資源として、TA などの活動 

・発表時のファイル、学生が作成したホームページ等  

 

＜基準 2-1-1～2-5-1 に対してエビデンスとなるシラバスの内容のまとめ＞ 

・評価方法と基準を明記する（例：レポートを書かせる。学生の相互評価、技能の評価方法） 

・人的資源の明記（例：被害者団体、弁護士等の外部講師等） 

・教養科目が専門科目とどのように関連しているかについて関連講義科目名を挙げる。 

・方略について SGD、PBL、コミュニケーション論などの内容を明記する。 

 

シラバス以外にエビデンスとなり得る資料としては 

   ・カリキュラム一覧 

   ・生涯学習や公開講座のプログラム 
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・外部講師の講演会の開催資料 

 などが考えられる。 

その他のアイデアとしては  

   ・基準と各科目の関連（対応表）を大学で準備する。  

   ・観点ごとのキーワード集を作成し、シラバス作成時に反映させる。 

   ・医学教育での取り組みを参考にする。 

などの意見が出された。 

 

【基準 5-2-1】に関しては、各班ともにシラバスが薬学評価のエビデンスとなるという意見

であった。また、薬学教育評価のエビデンスとしては、第１班～第３班の意見をまとめると、

次のようなシラバスの項目（内容）となった。 

・方略： 実習期間、実施時期、卒論評価の時期、 

・評価： 評価基準（卒論、発表等に関する）  

シラバス以外には、発表会のプログラム（論文タイトル）、研究室案内・パンフレット等が

エビデンスとなるとの意見が出された。 

 



- 52 - 

  

Ⅱチーム  （第４班～第６班） 

合同討議「薬学教育評価のエビデンスとしてのシラバスを考えよう」 

 

 本チームに課せられた課題は評価基準3ならびに 4-1に関する 11項目に関するものであっ

た。すなわち、薬学教育カリキュラムと実務実習事前学習について記述されている 11 基準に

ついて第三者評価を受ける際に、シラバスがエビデンスとなり得るか、必要不可欠かという

検討であった。 

 Ⅱチームに属する４、５、６班いずれも、11 基準すべてにおいてシラバスがエビデンスと

なるという統一的な結論であった。しかし、各大学で作成されている現行のシラバスの内容

では評価を受ける際のエビデンスとしては不十分であり、改訂、補充作業が必要との合意が

えられた。これはひとえに、多くの大学における現行のシラバスが授業計画書の範囲に留ま

っている現状によるものと考察された。 

 以下に、シラバスに盛り込まれる授業計画書として必要な項目ならびに授業計画書に加え

てシラバスに記載される必要がある項目を列挙する。 

 

Ａ. 授業計画書として必要な項目 

① 一般目標(GIO) 

② 行動（到達）目標(SBO) 

③ 薬学教育モデル・コアカカリキュラムとの対応（関連） 

④ 実施時期 

⑤ 必修・選択の区別 

⑥ 単位数 

⑦ 科目（ユニット）別の授業内容 

⑧ 科目（ユニット）別の授業方法（講義・講演・PBL など） 

⑨ 実習内容に関する態度の SBO 

⑩ 実習に関する教科書・参考書（実習書） 

⑪ 実習内容（時間・場所） 

⑫ 実習方法（講義・演習・ロールプレイなど）  

⑬ 評価方法 

 

Ｂ. 授業計画書以外にシラバスに記載される必要がある項目 

① 時間割編成表（コースの提示） 
② 実習テキスト、要綱 

③ 従来の学生便覧などに示されていた大学、学部の使命や理念 

④ 科目（ユニット）とコアカリキュラムとの全体的な対応図（関連図） 

⑤ どの科目（ユニット）が大学独自の薬学専門教育に相当する部分であるかを明示 

⑥ 講義、演習、実習の相関を示す資料 

⑦ 教育担当者の編成表（特に、事前実務実習担当教員） 

⑧ （学外の教育担当者との交流体制や内容を示すもの） 
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⑨ 技能、態度についての評価基準 

⑩ 初年次の学力評価 

⑪ 履修要件（例えば「物理の補充授業を受講していること」） 

⑫ 履修上の注意（実務実習開始前に、「復習のための実習を受講すること」など） 

                                             

例示すると、基準 3-1-1（教育課程の構成と教育目標が、薬学教育モデル・コアカリキュ

ラムに適合していること）については、Ａの授業計画書に加えて、Ｂの④科目（ユニット）

とコアカリキュラムとの全体的な対応図（関連図）が必要となる。下表は 11 評価基準とＢの

各項目との関連を示している。 

 

評価基準 B における項目 備考 

3-1 薬学教育モデル・コア

カリキュラムの達成度 

  

3-1-1 ④、⑤  

3-1-2 ①、⑥、⑦、⑧ 教員のオフィスアワーや連絡

方法などの記載も必要。⑧につ

いてはシラバス以外にも内容

がわかるエビデンスが必要。 

3-1-3 ①、⑥  

3-1-4 ②、⑥、⑨、⑫  

3-1-5 ③、⑤、⑨  

3-2 大学独自の薬学専門

教育の内容 

③、④、⑤  

3-3 薬学教育の実施に向

けた準備 

⑥、⑩、⑪、⑫ 大学によって異なることが考

えられる。 

4-1 実務実習事前学習   

4-1-1 ②、④、⑥  

4-1-2 ②、④、⑥  

4-1-3 ⑦、⑧  

4-1-4 ⑥、⑨、⑪、⑫  

 

 前掲の討議結果から、二つのことが提言される。一つは「従来の概念の「授業計画」だけ

では、第三者評価としてのエビデンスとしては不十分である」。もう一つは「教育システムが

明確されたシラバスが求められる」である。 
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Ⅲチーム  （第７班～第９班） 

合同討議「薬学教育評価のエビデンスとしてのシラバスを考えよう」 

 

検討した評価基準はつぎのとおりである。 

  ４ 実務実習 

    (4-3) 病院・薬局実習（8 基準） 

  ５ 問題解決能力の醸成のための教育 

    (5-1) 自己研鑽・参加型学習（2 基準） 

これらの 10 基準について、以下の課題を検討した。 

 

［課題］シラバスがエビデンスの対象となるか。 

○は対象と「なる」、×は「ならない」と結論したものである。班によって意見が分かれた

基準は班の数を分数で示す。 

(4-3) 病院・薬局実習 

【基準 4-3-1】×：２／３（別資料の作成）、○：１／３ 

実務実習の企画・調整、責任の所在、病院・薬局との緊密な連携等、実務実習を行うため

に必要な体制が整備されていること。 

「実務実習を行うために必要な体制」については、一方では、企画書や

打ち合せの記録等の関連資料を別資料として整えると結論したが、他方では、シラバスに必

要事項（科目名、単位数、大学側の科目責任者、担当講座名）を記載することにより示すと

結論した。 

【基準 4-3-2】○ 

教育目標が実務実習モデル・・コアカリキュラムに準拠して設定され、実務実習が適切に

実施されていること。 

コアカリキュラムに準拠した教育目標（GIO、SBOs）をシラバスに記載する。 

【基準 4-3-3】○ 

学習方法、時間、場所等が実務実習モデル・・コアカリキュラムに準拠して実施されてい

ること。 

これらの内容をシラバスに記載し、コアカリキュラムに準拠していることを提示する。 

【基準 4-3-4】×（別資料の作成） 

学生の病院・薬局への配属が適性になされていること。 

配属表等を別資料とする。 

【基準 4-3-5】×（別資料の作成） 

実習先の指導者と学部・学科との間で適切な連携が行われていること。 

「適切な連携」をエビデンスで示すためには、実習先指導者との打ち合せや連絡の記

録等を別資料とする。 

【基準 4-3-6】×：２／３（別資料の作成）、○：１／３ 

実習先の指導者との間の連絡を踏まえて学生を適切に指導監督していること。 

「適切に指導監督」については、一方では、巡回指導の日程表、担当教員の一覧表や



- 55 - 

  

指導記録等を別資料とすると結論したが、他方では、関連事項（巡回担当者の所属講

座名）をシラバスに記載すると結論した。 
【基準 4-3-7】○ 

評価基準を設定して、学生と実習先の指導者に事前に提示したうえで、実習先の指導者と

の連携の下、適正な評価が行われていること。 

成績評価基準をシラバスに記載する。「実習先指導者との連携の下、適正な評価」に

ついては教員・実習先指導者の打ち合せや評価の記録等を別資料とする。 

【基準 4-3-8】○ 

学生、実習先の指導者、教員の間で、実習内容、実習状況及びその成果に関する評価のフ

ィードバックが、実習期間中に適切に行われていること。 

教員の巡回指導によるフィードバックがあることをシラバスに記載する。「適切に行

われている」については実習内容（日誌等）、実習状況（観察記録等）、評価のフィード

バック等の記録を別資料とする。 

 

(5-1) 自己研鑽・参加型学習 

【基準 5-1-1】○ 

全学年を通して、自己研鑽・参加型の学習態度の醸成に配慮した教育が行われていること。 

自己研鑽・参加型学習に相当する科目にはシラバスにその旨を記載する。「全学年を

通して」については≪新たな資料としての提案≫を参照されたい。 

【基準 5-1-2】○ 

充実した自己研鑽・参加型学習を実施するための学習計画が整備されていること。 

自己研鑽・参加型学習の学習計画（学習方法、PBL の課題、評価方法、成績評価基準

等）をシラバスに記載する。 

 

［課題］シラバスがエビデンスとなる基準を選び、シラバスに書くべき項目を列挙する。 

班によってシラバスがエビデンスとなるか見解が分かれた(4-3)病院・薬局実習の【基準 

4-3-1】と【基準 4-3-6】について、シラバスをエビデンスとする場合に必要な項目を列挙する。 

(4-3) 病院・薬局実習 

【基準 4-3-1】○ 

実務実習の企画・調整、責任の所在、病院・薬局との緊密な連携等、実務実習を行うため

に必要な体制が整備されていること。 

必要な項目（内容） ・科目名、単位数 

・大学側の科目責任者 

・担当講座名 

【基準 4-3-6】○ 

実習先の指導者との間の連絡を踏まえて学生を適切に指導監督していること。 

必要な項目（内容） ・巡回指導者の所属講座名 

・実習評価には実習先指導者が関わる。 

・成績評価は「連携」のもとに行うことを記載する。 
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［課題］チームに割り当てられた基準に対してエビデンスとなるシラバスの内容 

Ⅲグループ内で、シラバスをエビデンスとすることで結論が一致した基準について、シラ

バスをエビデンスとするために必要な項目をまとめて以下に記載する。 

目標   ・コアカリに準拠した教育目標（GIO、SBOs） 

・自己研鑽・参加型学習であることがわかるような目標 

 

方略   ・学習形式（講義、演習、実習など） 

・学習方法（PBL、SGD、E-learning など） 

・時間（実習期間、期別） 

・場所（実習施設、病院・薬局の別） 

・シラバス上に関連科目を示す。 

・PBL の「課題」を掲載する。 

・各科目の授業内容に「自己研鑽・参加型学習」であるものを明示する。 

時間・場所についてはシラバスには概要を記載し、詳細は別資料としてもよい。 

 

評価（総括的評価のみ、あるいは形成的評価も記載した方がよい？） 

・成績評価基準  

・評価方法（ポートフォリオなど） 

・評価の時期 

・評価者（教員、実習先指導者） 

・単位数 

中間評価を総括的評価に用いる場合は、中間評価の時期も明示する。形成的評価をシ

ラバスに記載するか否かは結論が得られなかった。また、評価の資料としてポートフォ

リオ等、学習の形成過程に関する資料を整える。 

 

履修上の留意点 

・フィードバックによる指導が行われる旨を記載する。 

・関連法令の遵守について確認することを記載する。 

教員による巡回指導（フィードバック）を明示する。また、関連法令の遵守の重要性

を認識させるため、その旨を留意点に記載する。 

 

［追加］《新たな資料としての提案》 

【基準 5-1-1】自己研鑽・参加型学習の「全学年を通して」について、全学年の該当する

科目を明示するために新たな資料として下記の資料をシラバスに添付することを提案する。 

・自己研鑽・参加型学習の全学年における配置一覧を明示する。 

・SGD や PBL が組み込まれた科目の、全学年を通じた表（体系表）を掲載する。 



  

【参考資料】 

 

 

 

 

 

 

教育講演 

 

「学士課程教育改革の動向と背景  

～望ましいシラバスを考えるために～ 」 

 

山 本 眞 一 

 （広島大学高等教育研究開発センター長） 
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（参考資料２）

教育GP応募様式の記入項目

１ 教育の質の向上への大学等の対応について【原則３ページ以内】

（１）人材養成目的の明確化 ［申請書作成・記入要領P.4参照］
○参考：大学設置基準第２条の２

大学は、学部、学科又は課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究
上の目的を学則等に定め、公表するものとする。

（※ 学部等の人材養成目的を、学生に修得させるべき能力等を明確にした上で具
体的に記述すること ）体的に記述すること。）

（２）成績評価基準等の明示等 ［申請書作成・記入要領P.4参照］
○参考：大学設置基準第２５条の２第１項

大学は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画をあらか
じめ明示するものとする。

（※ シラバスの内容として、授業の目的、到達目標、各回ごとの授業内容、成績評
価基準、準備学習についての具体的な指示等が記載されることが期待されているが、
各大学としてどのような事項を明示しているかを 記述すること。）

○参考：大学設置基準第２５条の２第２項

大学は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たつては、客観性及び厳格性を
確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にした
がつて適切に行うものとする。

（※ 成績評価基準の具体的内容やどこで明示しているかを記述すること。また、ＧＰＡ
の導入などにより厳格な成績評価の取組を行うことが期待されているが、各大学として
どのような取組を行おうとしているかを記述すること。）

（３）フ カルテ デ ベロ プメントの実施 ［申請書作成 記入要領P4参（３）ファカルティ・ディベロップメントの実施 ［申請書作成・記入要領P.4参
照］
○参考：大学設置基準第２５条の３

大学は、当該大学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研
究を実施するものとする。

（※ ファカルティ・ディベロップメントは、大学が全学あるいは学部・学科全体の組織と
して、授業の内容及 び方法の改善につながるような内容の伴った取組を行うことが期待

されているが、各大学として具体的にどのような取組を行おうとしているかを記述するこ
と。）

（４）自己点検・評価等の実施体制・展開と評価結果の反映［申請書作成・
記入要領P.4参照］

○参考：学校教育法第１０９条第１項

大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、
当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点
検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

○参考：学校教育法施行規則第１６６条

大学は、学校教育法第百九条第一項に規定する点検及び評価を行うに当たつては、
同項の趣旨に即し適切な項目を設定するとともに、適当な体制を整えて行うものとする。

（※ 自己点検・評価や外部評価の実施体制等の整備と展開及び評価結果を改善へと
つなげる取組を行うこと（ＰＤＣＡサイクルの確立）が期待されているが、各大学として具
体的にどのような取組を行おうとしているのかを記述すること。）

２ 取組について【５ページ以内】
（１）取組の趣旨・目的 ［申請書作成・記入要領P.4参照］

（２）取組の具体的内容・実施体制等 ［申請書作成・記入要領P.5参照］

（３）取組の評価体制 ［申請書作成・記入要領P.5参照］

（参考） ［申請書作成・記入要領P.5参照］

３ 取組の実施計画等について【２ページ以内】［申請書作成・記入要領
P.5参照］

４ 「データ，資料等」【４ページ以内】［申請書作成・記入要領 P.5参照］

５ 取組に係る経費【２ページ以内】［申請書作成・記入要領 P.5参照］
（１）平成２０年度の申請経費

（２）取組全体に係る申請予定額

（３）経費措置の状況


